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はじめに １．
 

１.１ 業務の背景・目的 

人口減少が進む我が国において、潜在的な需要が大きい高齢者や障害者の旅行への対応

は、将来を見据えた旅行需要の喚起、経済の活性化を図る上で重要であり、ユニバーサル

ツーリズム（以下、UT）の普及、推進はその取組みの一つと位置付けられる。  

観光庁における６年間の普及促進の成果もあり、供給サイドの取組みが促進されたもの

の、高齢者・障害者、妊産婦・乳幼児連れ、外国人等、当事者のニーズ（潜在需要含む）

はより一層増加しており、さらには多様化している。  

観光案内所での UT 相談に対する利用者ニーズと対応範囲のミスマッチや、宿泊施設に

おけるバリアフリー対応や、情報発信の不統一による利用者にとっての分かりにくさ等の

課題が残されている。 

本業務は、平成 28年度までに実施したUT促進に向けた検討や調査等の成果を踏まえ、

観光案内所におけるバリアフリー旅行相談機能の強化ならびに宿泊施設における情報提供

のあり方を検討することを目的に実施した。加えて、バリアフリー対応の底上げのために

観光関係者（宿泊施設関係者、旅行業者、観光地域関係者）向けの接遇マニュアルを作成

した。 

業務全般に対して、有識者、障害当事者、関係者等により構成される検討委員会を通じ

て検討を行うとともに、接遇マニュアルの作成に係る分科会、宿泊施設の情報発信に係る

検討部会を組成し、具体的な検討を行うことで、今後の更なる UT の普及促進につなげる

ものとした。 

 

【ユニバーサルツーリズムに係る取組み経緯と今年度の検討内容】 

 

 

 

 

 

 

  

平成18年度
（2006年）

平成19年度
（2007年）

平成20年度
（2008年）

平成21年度
（2009年）

平成22年度
（2010年）

平成23年度
（2011年）

平成24年度
（2012年）

17年度以前
（2005年）

平成25年度
（2013年）

ユニバーサルデザイン
政策大綱（H17年）

交通バリアフリー法
（H12年）
バリアフリー法
（H18年）

◎観光立国推進基本計画（H19/6）
「ユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進」

◎観光庁発足（H20/10）

◎観光のユニバー
サルデザインガイ
ドライン（H20/3）

◎シンポジウム
の開催
(H21/3)

ユニバーサルデザイン
の考え方に基づく観光

促進検討会

旅行の送り
手にかかる
課題の検討

◎シンポジウム
の開催
(H25/2)

◎観光立国推進基本計画（H24/3）
「ユニバーサルツーリズムの促進」

旅行の着地
側にかかる
課題の検討

平成26年度
（2014年）

平成27年度
（2015年）

・受入拠点の
強化

・旅行商品の
供給促進に
向けた検討

・旅行による
効用の検証

・更なる受入
拠点の強化

・旅行商品の
供給促進に
向けた検討

・マーケティン
グデータ整備

・外国人旅行
者（高齢者、
障がい者等）
への対応検
討

◎シンポジウム
の開催
(H27/3)

・受入拠点の
効果検証

・旅行業者の
効果検証

・ユニバーサ
ルツーリズム
の更なる普
及促進

・乳幼児連れ
及び妊産婦
旅行促進

平成28年度
（2016年）

・受入拠点の
更なる普及と
受入体制強化
手法の検討

・宿泊施設に
おける情報発
信等のあり方
の検討

◎シンポジウム
の開催
(H28/3)

◎障害者差
別解消法
（H28/4）

✔ 観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加に必要とされる情報発信のあり方検討  

✔ 宿泊施設におけるバリアフリー評価制度のあり方及び情報発信のあり方の検討  

✔ 観光関係者向け高齢者、障害者等に対する接遇マニュアルの作成  

UT の普及促進に向けた、UT に対応した観光地づくりの推進 



 

2 

１.２ 本業務の検討手順 

観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加と必要とされる情報発信のあり方

検討においては、平成 28 年度にモデル事業として選定した５地域の取組み状況を把握す

るとともに、UT の促進に向けて観光案内所に付加すべき機能の検討を実施した。  

宿泊施設におけるバリアフリー評価制度のあり方及び情報発信のあり方の検討におい

ては、「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」を組成し、高齢者や障害者等が旅行しやすい

環境を実現するために必要となる情報発信の手法やポイント等を、議論を通じて整理した。 

接遇マニュアルの作成にあたっては、「接遇マニュアル作成に係る分科会」を業種ごと

に組成し、関連する既存マニュアルの内容を参考にしつつ、業界関係者や障害者団体等へ

のヒアリングを通じて検討を行った。 

本業務における検討結果は、「ユニバーサルツーリズム促進検討委員会」に諮り、有識

者、障害当事者等の関係者による承認を図った。  

本業務の実施手順を以下に示す。 

 

 

図 １-1 業務の実施手順 

  

５．報告書の作成

０．企画準備

１．観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加
と必要とされる情報発信のあり方検討

２．宿泊施設におけるバリアフリー評価制度のあり方及び
情報発信のあり方の検討

第１回

第１回

第２回

第２回

４．検討会の設置

３．観光関係者向け高齢者障害者等に対する
接遇マニュアルの作成

（１）これまでの検討結果の整理

（２）観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機
能付加のあり方検討

（３）平成28年度モデル事業のフォローアップ

（１）バリアフリーに対応した宿泊施設の実態、利用
者ニーズ等の把握

（２）宿泊施設におけるバリアフリー化状況を示す
統一的な表記方法の検討

（１）既存の各種マニュアルのレビュー
（２）接遇マニュアルの作成方針
（２）接遇マニュアルの作成

＊宿泊施設編 ＊旅行業編 ＊観光地域編

検討委員会 分科会 検討部会

第１回

第２回

成果普及のためのセミナー開催
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１.３ 業務概要 

 本業務の概要を業務項目ごとに概説する。 

 

（１）観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加と必要とされる情報発    

信のあり方検討 

障害者等が旅行する際に、シームレスな情報提供を可能とするとともに、必要とされ

るバリアフリー旅行情報が発信されるよう、過去の観光庁の事業成果等を参考に、旅行

情報の拠点である観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能を付加のあり方につ

いて検討を行った。 

 

（２）宿泊施設におけるバリアフリー評価制度のあり方及び情報発信のあり方の

検討 

バリアフリーに対応した宿泊施設の実態と利用者ニーズ、情報発信の現状を把握する

とともに、宿泊施設におけるバリアフリー化の状況を示す統一的な表記方法について検

討した。 

 

（３）観光関係者向け高齢者障害者等に対する接遇マニュアルの作成 

「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」において、観光関係者向けの接遇マニュ

アルを作成することが記載されていることを受け、本業務において、宿泊施設関係者、

旅行業者、地域観光関係者（観光協会等）向けの３編の高齢者、障害者等に対する接遇

マニュアルの作成を行った。 

 

（４）検討会の設置 

（１）～（３）の検討にあたっては、有識者、障害当事者、業界団体等により構成さ

れる会議体を検討項目ごとに設置し、各会議での議論をもとにとりまとめを実施した。 

今年度は、「ユニバーサルツーリズム促進検討委員会」と、検討委員会の下部組織とな

り具体的な議論を行う場として「接遇マニュアル作成に係る分科会」を業種ごとに組成

した。  

また、検討委員会から独立した検討の場として「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」

を組成し、本検討部会での議論は検討委員会において報告する形とした。 

業務の最後に今年度の検討成果の普及の場としてセミナーを開催し、障害当事者、旅

行業者、宿泊事業者、観光協会・自治体職員等への周知・啓発と取組み機運の醸成を図

った。 
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観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加と必要２．

とされる情報発信のあり方検討 

障害者等が旅行する際に、シームレスな情報提供を可能とするとともに、必要とされる

バリアフリー旅行情報が発信されるよう、過去の観光庁の事業成果等を参考に、旅行情報

の拠点である観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能を付加のあり方について検討

を行った。 

具体的には、前年度までのバリアフリー旅行相談窓口整備に関する検討の経緯、および

既存の観光案内所等の対応実態および課題・障壁の確認したうえで、観光案内所へのバリ

アフリー旅行相談窓口機能付加のステップについて検討を行った。その後、平成 28 年度

モデル事業のフォローアップを通じて機能付加のステップの実現性と実施に向けた課題等

の確認を行い、観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加推進のポイントについ

てとりまとめた。 
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２.１ これまでの検討成果の整理 

検討に先立ち、これまでの地域のバリアフリー旅行相談窓口整備に関する検討の経緯と、

昨年度実施した既存の観光案内所等を対象としたアンケート調査結果の整理を行った。 

 

２.１.１ これまでの検討経緯 

 これまでのユニバーサルツーリズム促進業務において実施してきた地域のバリアフ

リー旅行相談窓口整備に関する検討経緯を図２—１に示す。 

 検討の初期段階（平成 25 年度～27 年度）には、国内のバリアフリー旅行相談窓口

を増やすため、新規立ち上げおよび既存施設の強化に対する支援・連携を実施してきた。

その結果、バリアフリー旅行相談窓口に対する利用者の評価は高い一方で、窓口のない

空白地域も国内に残存しているという課題が確認された。（図２—２） 

そこで、昨年度（平成 28 年度）より、ユニバーサルツーリズムのさらなる普及促進、

地域の受入体制強化、空白地域の解消に向け、既存の観光案内所等の活用を見据え、ア

ンケート調査での実態・課題の確認、全国 5 か所でのモデル事業での試行、手引きの作

成による手法の共有を実施した。 

 

 

 
図 ２-１ バリアフリー旅行相談窓口整備に関する検討経緯 

  

バリアフリー旅行相談窓口の立ち上げ、強化を支援・連携（平成25年度～27年度）
[石川、鹿児島、いわき、秋田、広島、大分]

⇒利用者評価は高いものの、一方で、空白地域も残存

既存の観光案内所等を対象としたアンケート調査を実施 【実態・課題確認】

○UTに関する取り組み姿勢・取組状況 ○問合せの動向
○問合せへの対応状況・受け入れ態勢 ○対応に関する課題・障壁 等を確認

昨年度（平成28年度）

全国5か所で、受入体制の強化・加速に向けたモデル事業を実施 【試行】
◆観光案内所にバリアフリー旅行相談窓口機能を付加するモデル

[山形県山形市、埼玉県長瀞町、鹿児島県南さつま市]

◆観光案内所等とバリアフリー旅行相談窓口の連携モデル
[北海道札幌市、長崎県長崎市]

ユニバーサルツーリズムのさらなる普及促進、
地域の受け入れ態勢強化、空白地域の解消へ

「ユニバーサルツーリズムに対応した観光案内の実践方策」の作成 【手法の共有】
観光案内所における取組内容、バリアフリー旅行相談窓口との連携方法などについて、

ポイントや手順等をとりまとめた手引きを作成
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図 ２-２ 全国の主なバリアフリー旅行相談窓口 

  

ふくしまバリアフリーツアーセンター

仙台バリアフリーツアーセンター

伊豆バリアフリーツアーセンター

チックトラベルセンターハートTOハート

いわきユニバーサルツーリズムセンター

石川バリアフリーツアーセンター

伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

かごしまバリアフリー
相談センター

四国バリアフリーツアーセンター

別府・大分バリアフリー
ツアーセンター

トラベルフレンズとっとり

神戸ユニバーサルツーリズムセンター
佐賀嬉野バリアフリーツアー
センター

福岡バリアフリーセンター

広島バリアフリーツアーセンター

呉バリアフリーツアーセンター

地域におけるバリアフリー旅
行相談窓口

H25年度～28年度に観光庁が
支援した窓口

沖縄バリアフリー
ツアーセンター

くまもとユニバーサルツーリズム
センター

秋田バリアフリーツアーセンター

東京ユニバーサルツーリズムセンター

カムイ大雪バリアフリー
ツアーセンター

北海道ユニバーサル観光センター・札幌

ピュアフィールド風曜日

松江／山陰バリアフリーツアーセンター

大阪ユニバーサルツーリズムセンター

しゃらく

旭川ユニバーサルツーリズムセンター

Accessible Travel JAPAN

長瀞町観光協会

湘南バリアフリーツアーセンター

山形バリアフリー観光ツアーセンター

平泉観光協会

南さつま市観光協会

長崎バリアフリー推進協議会

こひつじクリニック

ユニバーサルツーリズム東北

※平成29年3月時点
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２.１.２ 既存の観光案内所等の対応実態および課題・障壁の確認 

検討の基礎資料として、昨年度実施した既存の観光案内所等を対象※としたアンケート

調査の結果からユニバーサルツーリズムに関する取組状況、問合せの動向、対応状況等

の実態、問合せ対応における課題・障壁を確認した。 

※ 日本政府観光局（JNTO）のうち、カテゴリー１～３に該当する全国の観光案内所：670 施設  

 

（１）既存の観光案内所等のユニバーサルツーリズムへの対応状況と課題・障壁 

① ユニバーサルツーリズムに関する取組みの必要性は感じているが、予算、人員、ノウ

ハウの課題等からまだ取組んでいない観光案内所が約 3 割となっている。 

全国の観光案内所のうち、32.3％が「取組みの必要性は感じているが、今のところま

だ取組んでいない」と回答しており、その理由として、「予算」や「人材」の不足、「取

組みや対応の方法が分からない」等があげられている。 

 

  

図 ２-３ ユニバーサルツーリズムに関する取組姿勢 

 

 

図 ２-４ ユニバーサルツーリズムに取組んでいない理由 
 

（資料：平成 28 年度 全国の観光案内所等の既存窓口を対象としたアンケート調査） 
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その他

n＝146 
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② 問合せに対して、所内での対応や個別の施設等の紹介に留まっており、ユニバーサル

ツーリズムに関する総合的な情報提供や相談への対応はできていない状況である。 

ユニバーサルツーリズムに関する問合せがあった場合の対応は、約８割が「観光案内

所内で対応」している状況で、次いで「各種施設等を紹介」するという回答が３割程度

となっている。「バリアフリー旅行相談窓口」や「ユニバーサルツーリズムに対応して

いる旅行会社」等の専門団体の紹介は少ない状況である。 

 

① 高齢者や障害 （日本人観光客） ②妊産婦・乳幼児連れの方 （日本人観光客） 

 
[回答数：335] 

 
[回答数：326] 

③外国人観光客の高齢者や障害者、 

  妊産婦・乳幼児連れの方 

 

 
[回答数：287] 

 

図 ２-５ ユニバーサルツーリズムに関連する問合せへの対応状況 
 

（資料：平成 28 年度 全国の観光案内所等の既存窓口を対象としたアンケート調査） 
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各種施設等を紹介

UTに対応している旅行会社を紹介

対応できないためやむを得ず断る
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UTに対応している旅行会社を紹介
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③ ユニバーサルツーリズムに関する問合せに対応する課題・障壁として、「情報収集」、

「情報提供」、「専門的な連携先の不足」、「障害等への知識不足」があげられている。 

全国の観光案内所の６割程度（57.1％）が、ユニバーサルツーリズムに関する問合せ

への対応に「課題や障壁がある」と回答しており、課題や障壁の内容としては、「地域

のユニバーサルツーリズムに関する情報の収集（81.0%）」や「情報提供用のツール等

の作成（62.1%）」をあげる意見が多い。 

  

図 ２-６ ユニバーサルツーリズムへの対応に関する課題・障壁の有無 

 

  

図 ２-７ ユニバーサルツーリズムへの対応に関する課題・障壁の内容 

（資料：平成 28 年度 全国の観光案内所等の既存窓口を対象としたアンケート調査） 
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（２）既存の観光案内所等の対応状況と課題・障壁を踏まえた検討方針 

（１）で整理した結果から、現場の肌感覚としてユニバーサルツーリズムに関連する

問い合わせの増加を認識しており対応の必要性は感じているものの、予算、人員の課題

等から取組みできていない観光案内所が３割存在するということが確認された（図２—

３、図２—４）。 

また、問合せへの対応状況として、「バリアフリー旅行相談窓口」や「ユニバーサル

ツーリズムに対応している旅行会社」等の専門団体の紹介は少なく、総合的な情報提供、

相談対応は実施できていない状況であることから、情報発信の充実、人材育成、障害等

に関する知識・ノウハウの習得等が課題であることが確認された（図２—６、図２—７）。 

そのため、観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能の付加にあたっては、取組

を進める動機づけとしてのユニバーサルツーリズムの必要性に関する意識啓発、既存の

バリアフリー旅行相談窓口の有する情報・ノウハウ等の共有による、情報収集や情報提

供の手法、対応スキル向上と対応範囲の拡大が望ましい。 
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２.２ 観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加のあり方検討 

観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加のあり方検討として、機能付加の目

的を整理し、機能を付加するためのステップについて検討を行った。 

 

（１）観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加の目的 

超高齢化の進展や障害者等の受入に関する法整備、２０２０年に開催されるオリンピ

ック・パラリンピック競技大会を契機に、観光案内所の利用者として、今後さらに、高

齢者・障害者等が増加することが推察される。そのため、バリアフリー旅行相談窓口に

限らず既存の観光案内所においても、障害者等からの問合せ・相談に対応できるよう備

えておくことが重要となっている。 

一方で、ユニバーサルツーリズムの更なる普及促進や空白地域の解消に向け、地域の

受入体制強化が求められている。 

受入体制強化にあたっては、一定の人材、予算が確保されている既存の観光案内所を

活用しバリアフリー旅行相談窓口機能を付加することが、新たに組織を立ち上げるより

も労力が少なく、実現性が高い。 

また、既存の観光案内所の組織および従事スタッフは、地域の観光情報についての基

礎知識・情報を有していることから、障害者等に対するおもてなしの気持ちと障害者へ

の配慮についての知見を追加的に蓄積することで、障害者等に対して総合的な対応が可

能となる。 
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（２）観光案内所とバリアフリー旅行相談窓口との機能の比較整理 

  一般の観光案内所等と、バリアフリー旅行相談窓口が保有する機能について、「対象者」

「保有情報の種類」、「サービス」の項目で比較整理した。（表２—１） 

  「対象者」の項目では、一般の観光案内所等は主に健常者を対象に情報提供、サービ

スの提供を行っている一方で、バリアフリー旅行相談窓口においては高齢者・障害者等

に特化した対応をおこなっている。 

「保有情報の種類」の項目では、両者の項目に大きな違いはなく、観光案内所が保有

する情報に、”障害者等も利用しやすい”という観点から、施設等の設備や構造、事業

者の対応範囲や内容等に関する情報が追加されている。 

「サービス」の項目では、バリアフリー旅行相談窓口においては障害者等が日常生活

圏から離れて活動するために必要となる、医療・福祉サービスに関する支援やツールの

レンタル等が観光案内所等のサービスに追加されている。また、旅行前の不安を払しょ

くするために、バリアフリー旅行相談窓口では旅行の前段階から相談に対応していると

いう点は大きな違いである。 

そのため、既存の観光案内所に対してバリアフリー旅行相談窓口機能を付加する場合

には、地域のバリアフリー情報の収集と提供、問合せへの対応の範囲を拡大するための

地域内での連携や、障害者等の旅行時のサポートサービスの提供といった段階を踏んで

レベルアップすることにより、高齢者・障害者等の旅行に対する総合的な対応が可能と

なる。 
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表 ２-１ 一般の観光案内所等とバリアフリー旅行相談窓口の機能の比較 

 一般の観光案内所等 バリアフリー旅行相談窓口 

対象者 主に、健常者 高齢者・障害者等に特化 

保有情報 

の種類 

地域の観光情報全般 

・地域の観光マップ 

 

・観光地、観光施設 

（観光スポット） 

・アクティビティ、体験型コ

ンテンツ 

・宿泊施設 

 

・飲食店（グルメ情報） 

 

・公共交通、レンタカー、 

タクシー 

・イベント、キャンペーン 

障害者等が来訪するための地域の旅行情報 

・地域のバリアフリー観光マップ 

（車いす、オストメイト対応トイレ配置等） 

・障害者等も利用しやすい観光地、観光施設 

 （駐車場、トイレ、バリアフリールート等） 

・障害者等も参加可能なアクティビティ、体験

型コンテンツ 

・障害者等も利用しやすい宿泊施設 

 （バリアフリールーム、貸切風呂、部屋食等） 

・障害者等も利用しやすい飲食店 

 （バリアフリールート、特別食対応等） 

・公共交通（ノンステップ車両のダイヤ）、レン

タカー、タクシー、福祉タクシー 

 

サービス 主に現地での観光案内 

・利用者のニーズに応じた、

宿泊施設、観光地・施設の

紹介 

・モデルルートの紹介 

・観光ガイド等の紹介 

事前～現地での旅行全般の相談・コーディネー

ト 

・利用者の身体状況、ニーズに応じた、バリア

フリー対応の宿泊施設、観光地・施設の紹介 

・おすすめスポット等の紹介 

・入浴介助、食事介助、旅行への同行等の介助

者の紹介・手配 

・透析等の医療施設の紹介 

・レンタル（車いす、シャワーキャリー、シャワー

チェア、筆談機、介護用食器、フラッシュベル  等） 

その他  ・施設のバリアフリー改修のアドバイス 
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（３）機能付加のステップの検討 

機能付加を行う前の段階の観光案内所においては、表２—１で比較整理した通り、既

に地域の観光地、宿泊施設、飲食店等の観光情報全般を保有している一方で、バリア・

バリアフリー情報や受入の可否等、障害者等が求める情報を保有していない場合が多い。 

機能付加を進めるにあたっては、最初に、ユニバーサルツーリズムの必要性を認識し、

また、障害に関して理解することが重要であり、その内容については、第４章で作成し

た接遇マニュアルの第１部にも記載している。 

 

これまでの検討を踏まえ、機能付加のステップを以下のとおり設定する。 

 

ＳＴＥＰ①において、地域内の観光地・観光施設や宿泊施設、飲食店等を対象として

調査・ヒアリングにより地域のバリアフリー情報を収集することで、知見・ノウハウの

強化を図る。 

 

ＳＴＥＰ②において、ＳＴＥＰ①で収集した情報を観光案内所のホームページや窓口

で利用者に対して提供することで、保有情報の活用による案内範囲の拡大を進める。 

 

ＳＴＥＰ③において、地域内の関連事業者や観光以外の分野（交通・医療・福祉等）

の組織・団体との連携を促進することで、受入の対応範囲の拡大を図る。 

 

ＳＴＥＰ④において、障害者等の旅行に必要なツールの貸出、アクティビティ、旅行

商品等の提供といった障害者等に特化した旅行情報・サービスの提供を行うことで、地

域を訪れる障害者等のニーズに対して総合的な対応が可能となる。（図２—８） 

 

その結果、段階的に既存のバリアフリー旅行相談窓口に近いレベルまでレベルアップ

することが期待される。（図２—９） 
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図 ２-８ 観光案内所への機能付加のステップ 
 

 

図 ２-９ 観光案内所のレベルアップのイメージ 

  

STEP① 情報の収集

・地域のバリアフリー情報の収集（調査・ヒアリング）
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STEP④ 旅行サポートサービスの提供

・障害者等の旅行に必要なツールの貸出、アクティビティ、
旅行商品などの提供

⇒障害者等に特化した旅行情報・サービスの提供

STEP③ 地域内での連携促進

・地域内の関連事業者・組織（交通、医療・福祉など）との連携

⇒多様な分野との連携促進による受入の対応範囲の拡大

ユニバーサルツーリズムの必要性/障害の理解

⇒ユニバーサルツーリズムの推進

STEP② 情報の提供

・ホームページなどでの情報提供、窓口でのきめ細かな相談
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（４）各ステップの実施概要とポイントの整理 

  （３）で検討した観光案内所への機能付加のステップについて、段階ごとに取組内容

とポイントを整理した。 

 

 １）ＳＴＥＰ① 情報の収集 

ここでは、観光施設や宿泊施設、交通機関等のバリアやバリアフリーの対応状況や対

応範囲等について把握を行う。 

具体的には、施設へのヒアリングによる確認に加えて、自ら調査（計測、写真及び動

画撮影等）することで情報収集を行う。その際、自治体の都市計画部局や福祉部局と連

携や情報共有を図ることで、調査施設への協力要請が円滑に進む等効果的かつ効率的な

情報収集が可能になる。さらに、大学や学術機関が行う調査や小中学校の総合学習を利

用した調査についても活用できる。 

また、収集した情報は、定期的なヒアリング（施設の新設・改修情報の確認）や調査

実施により常に新しい情報を保有することが重要である。 

 

 

図 ２-１０ バリアフリー調査の様子（南さつま市） 
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表 ２-２ 情報収集のポイント 

施設 情報収集のポイント 

宿泊施設  駐車場、出入口、エレベーター、トイレの数、寸法および仕様 

 貸出ツール、設備等の有無や数 

 バリアフリールートの有無、内容の確認 

 バリアフリールームの有無、トイレやベッド等の寸法 

 大浴場の段差や浴槽の手すり、シャワーチェア等の有無 

 家族風呂の有無、貸出時間、寸法および仕様 

 施設内の設備や備品等に関する情報の事前提供の有無 

（飲食施設を伴う場合の情報収集のポイントは「飲食店」に記載） 

観光施設  駐車場、出入口、エレベーター、トイレの数、寸法および仕様 

 障害者等割引、車いす貸出の有無 

 バリアフリールートの有無、内容の確認 

 点字、筆談対応、音声ガイド等の設備の有無 

飲食店  駐車場、出入口、エレベーター、トイレの数、寸法および仕様 

 貸出ツール、設備等の有無や数 

 点字メニュー、外国語メニューの有無 

 特別食の対応の可否 

 個室、パーテーションの有無 

交通機関  駐車場、出入口、エレベーター、トイレの数、寸法および仕様 

 券売機の障害者対応状況 

 障害者等割引、筆談対応の有無 

 バリアフリー車両の有無、車両の形状 

 各施設までの交通手段、乗換地点のバリアフリー状況 

 利用しやすい交通手段の提案 
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 ２）ＳＴＥＰ② 情報の提供 

ここでは、STEP①で収集した情報を幅広い対象者に提供することで、まちづくりや

旅行商品の造成等、ユニバーサルツーリズム推進の様々な取組を想定する。 

具体的には、ホームページやパンフレット等で総合的に地域のバリアやバリアフリー

情報を提供することに加え、来訪者に対する窓口等での個別かつ具体的な情報提供（図

２—11）や、事業者への情報提供による意識啓発、自治体との情報共有による体制構築

が考えられる。さらには、旅行会社やメディアへの情報提供による旅行商品の造成や広

報媒体への反映といった集客の取組につなげることも有効である。  

このように、様々な対象者に情報を提供することで、顕在化しているユニバーサルツ

ーリズムのニーズへの対応に加え、将来的な需要の喚起やそのための受入環境整備の取

組推進が期待される。 

 

表 ２-３ 情報提供のポイント 

対象者 情報提供のポイント 

全 般 ホームページ、パンフレット等による総合的な情報発信 

（アプリ、ＳＮＳ等の活用も有効） 

来訪者 窓口での対話による利用者ニーズに応じた個別かつ具体的な情報提供 

 ⇒旅行プランの具体化、コーディネート 

事業者 会報、セミナー等を通じた地域のバリアフリー情報、好事例等の共有 

 ⇒事業者に対する意識啓発、事業者間の連携への活用 

自治体 地域のバリアフリー情報レポートの共有 

 ⇒地域の受入体制強化に向けた支援体制構築に活用 

旅行会社 地域の受入環境、障害者等も楽しめる観光コンテンツの情報 

 ⇒旅行商品の造成に活用 

メディア 地域の障害者等の受入に積極的な施設、おすすめスポット等の情報提

供 

 ⇒ガイドブック・情報誌等広報媒体への反映を目的とした取材の受

入 

 

 

図 ２-１１ バリアフリー観光相談窓口（やまがた観光情報センター内） 
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【観光案内所ホームページでのバリアフリー情報提供の事例】 

 

・南さつま市観光協会では、かごしまバリアフリーツアーセンターと一緒に市内 60 箇

所のバリア及びバリアフリー調査を実施 

・観光協会のホームページ内に「バリアフリー観光情報」ページを設け、“宿泊”、“飲

食”、“交通”、“レジャー”等のコンテンツ別に情報発信を実施 

・“宿泊”ページには、施設別のバリアフリー情報を提供しており、詳細情報はかごし

まバリアフリーツアーセンターのサイトにリンク 

 

◆バリアフリー観光情報のページ           ◆施設ごとのバリアフリー情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：南さつま市観光協会 

ホームページ） 

 

 

◆宿泊施設のバリアフリー情報の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設の詳細情報は、かごしまバリアフリーツアーセンターのホームページにリンク 

（出典：かごしまバリアフリーツアーセンターホームページ） 

図 ２-１２ 南さつま市観光協会ホームページでの情報提供  



 

20 

 
 ３）ＳＴＥＰ③ 地域内での連携促進 

ここでは、地域内の関連事業者、組織と連携を促進し、障害者等のニーズに幅広く対

応できるようにする。旅行の各場面に対応するため、医療・福祉、交通等の観光以外の

分野との連携の広がりや、周遊観光への対応を見据えたエリアの広がりも重要である。 

具体的には、地域の福祉系事業者との入浴介助等の連携、交通事業者との移動支援の

連携、宿泊事業者との情報共有や受入環境整備に向けた提案があげられる。 

自治体とは、観光系の部署からの事業費や制度面等でのバックアップ、福祉系の部署

からの福祉系事業者との調整といった連携を強化することも重要である。  

さらに、他地域や広域で活動している既存のバリアフリー旅行相談窓口からのノウハ

ウの提供や障害に関する専門的な問合せ・相談内容を共有することにより対応範囲・レ

ベルの向上につながる。 

また、連携先の組織と継続的な情報共有を図ることが求められる。 

 

表 ２-４ 連携先と連携の内容 

対象組織 連携の内容 

福祉系事業者 

（社会福祉協議会等） 

入浴介助 / 施設の入浴施設の活用 

モーニングケア・イブニングケア派遣 等  

医療系事業者 体調変化時等の受診、透析等の医療措置 等 

旅行会社 障害者等も楽しめるツアー造成・催行 等 

交通事業者 福祉タクシー、移送サービスの提供 等 

宿泊事業者 施設改修、設備導入等の情報共有、改修の提案 等 

飲食事業者 アレルギー、介護食への対応等 

現地観光サービス・  

観光施設事業者等 

障害者等も参加可能なアクティビティの提供等 

自治体（観光系） 事業費、体制、制度面でのバックアップ 

自治体（福祉系） 福祉系事業者との調整、サービス提供範囲・対象等の見直し

等 

既存のバリアフリー 

ツアーセンター 

※他地域や広域で活動し

ているもの 

相談対応や情報収集に関するノウハウ提供、連携先の紹介 

障害に関する専門的な問合わせ・相談内容の共有 等 
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 ４）ＳＴＥＰ④ 旅行サポートサービスの提供 

ここでは、障害者等の旅行に必要なツールの貸出、アクティビティ、旅行商品等の提

供といった障害者等に特化した旅行情報・サービスの提供を行うことで、地域を訪れる

障害者等のニーズに対して面的な対応を行う。  

具体的には、障害者等の現地での移動を支援するための車いす、ベビーカー等の貸出

や、宿泊時（入浴、食事等）に必要なツールの貸出（表２—５、図２—13）があげられる。 

また、旅行の楽しみの提供のために、障害があっても参加可能なアクティビティや体

験型旅行コンテンツの提供、斡旋等が考えられる。 

 

【サポート用のツール等の一例】 

 

表 ２-５ 障害種別ごとのサポート用のツール等 

障害種別 サポート用のツール等 

肢体不自由 車いす/車いす用の雨具/歩行器、可動式スロープ 

シャワーチェア / シャワーキャリー /  

滑り止めマット / 簡易設置式手すり 

視覚障害 フラッシュベル、ノックセンサー 

音声読み上げ機器・アプリ 

聴覚障害 フラッシュライト / 筆談具 /  

コミュニケーションボード 

その他 パーテーション（発達障害の方への対応） 

障害のある方用の食器類 

ベビーカー / ベビーバス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１３ 想定される貸出ツール 

 

  

シャワーチェア シャワーキャリー フラッシュベル パーテーション 
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【障害者等も参加できるアクティビティ、旅行コンテンツの事例】 
 

◆パラグライダー（沖縄県） 

・インストラクターと２人乗りで空中を遊覧

するアクティビティ。操作をする必要がな

く、障害のある方の参加が可能。 

・車いす使用者はスタッフが介助しながら椅

子に移乗して器具を装着。 

・車いす使用者が体験できることをホームペ

ージにおいて発信している。  

◆ハンドバイク（沖縄県） 

・沖縄県障がい者スポーツ協会と連携し、ハ

ンドバイク体験を実施。 

・下肢に障害のある方でも腕で操作できるた

め、体験することができる。 

 

  

◆ダイビング（沖縄県） 

・海中は身体への負担が少なく、専門知識を

有するインストラクターが同伴すること

で、障害のある方もアクティブティとして

参加できる（事前に身体の状況等を確認）。 

・沖縄県内の複数の事業者で受入れが可能で

ある。 

 

（写真：沖縄バリアフリーツアーセンターより提供） 

 

◆神社参拝の支援 （伊勢おもてなしヘルパー） 

・身体状況や加齢により伊勢神宮の参拝が困難な方に、伊勢おもてなしヘルパーが有償

で玉砂利敷きの参道や石段を車いすで移動するお手伝いを行う。  

・参道の移動は自身の車いす使用と、電動車いす使用を選択でき、階段は自力歩行と車

いすのまま上がる方法を選択。サポート可能な同行者人数に応じてヘルパーの人数も

変動する。 

・料金は参拝方法と必要なヘルパーの人数によって変動する。 

（資料：伊勢おもてなしヘルパー推進会議ホームページより） 
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２.３ 平成２８年度モデル事業のフォローアップ 

観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加について、具体の取組や課題を確認

するため、平成２８年度に実施したモデル事業についてフォローアップを実施した。 

 

平成２８年度に、観光地におけるユニバーサルツーリズムに対応した情報発信の向上、

受入体制の強化ならびに全国における取組の促進に繋げることを目的として、観光案内所

とバリアフリー旅行相談窓口が連携、協働を図ることが見込まれる全国５地域においてモ

デル事業を実施した。モデル事業の概要を以下に示す。 

 

表 ２-６ 平成２８年度モデル事業の実施概要一覧 

実施地域 1)札幌市 2)山形県 3)長瀞町 4)長崎市 5)南さつま市 

実施主体 

◇日本 UD 観

光協会 

◇北海道ユニ

バ ー サ ル ツ

ー リ ズ ム 推

進協議会 

◇山形県観光

物産協会 

◇山形県 

◇山形バリア

フ リ ー 観 光

ツ ア ー セ ン

ター 

◇長瀞町観光

協会 

◇長崎バリア

フ リ ー 推 進

協議会 

◇南さつま市

観光協会 

取
組
内
容 

ﾊﾞﾘｱ及び

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

調査 

・市内の宿泊施

設を中心に 

８５箇所 

・県内６拠点 

３５箇所 

・町内８４箇所 ・市内６８箇所 ・市内６０箇所 

情報発信 

・ホームペー

ジでの発信 

・バリアフリ

ー マ ッ プ 作

成 

・英語版パン

フ レ ッ ト 作

成 

・ホームペー

ジでの発信 

・窓口開設案

内 パ ン フ レ

ット作成 

・ホームペー

ジでの発信 

・パンフレッ

ト作成 

・バリアフリ

ー 観 光 ガ イ

ド作成 

・多言語デジ

タ ル 版 ガ イ

ド作成 

・ホームペー

ジでの発信 

セミナー・ 

勉強会 

・地域関係者

セミナー 

・地域関係者

セミナー 

・主要関係者

勉強会 

・伊勢志摩視

察 

・窓口対応の

ための研修 

・地域関係者

セミナー 

・地域関係者

セミナー 

・地域関係者

セミナー 

・伊勢志摩及

び沖縄視察 

・窓口対応の

ための研修 

対応 

マニュアル 

・観光案内所

ス タ ッ フ 向

け マ ニ ュ ア

ル作成 

・観光案内所

ス タ ッ フ 向

け マ ニ ュ ア

ル作成 

・調査結果の

データ化 

・観光案内所

ス タ ッ フ 向

け マ ニ ュ ア

ル作成 

・観光案内所

ス タ ッ フ 向

け マ ニ ュ ア

ル作成 
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（１） フォローアップ調査の実施方法 

 昨年度モデル事業を実施した 5 地域について、今年度の取組状況、取組の成果、既存

の観光案内所へのバリアフリー旅行相談窓口機能付加における課題について確認を行

うフォローアップ調査を実施した。 

  フォローアップ調査は、各モデル事業実施地域の窓口担当者に電話および直接面談に

よるヒアリング形式で実施した。 

 

 

表 ２-７ フォローアップ調査の実施概要 

項目 内容 

目的 ・モデル事業以降の取組の成果・継続状況の把握 

・取組継続に向けた課題の確認 

対象地域  

[調査対象組織] 

1)札幌市 [一般社団法人 日本 UD 観光協会]  

2)山形県 [公益社団法人 山形県観光物産協会] 

3)長瀞町 [一般社団法人 長瀞町観光協会] 

4)長崎市 [特定非営利活動法人 長崎バリアフリー推進協議会] 

5)南さつま市 [一般社団法人 南さつま市観光協会] 

実施方法 メールにてヒアリングシートを送付し、その後、電話または対面

によりヒアリングを実施 

調査項目 １．モデル事業実施の効果  

（対応実績、利用者の声、スタッフのスキル・意識向上  等） 

２．平成 29 年度の取組内容 

 （情報更新、情報発信、人材育成 等） 

３．継続性の課題 

 （実施体制、情報更新、人材育成、地域連携 等） 

４．その他 

 （既存の観光案内所等への機能付加に関する意見） 
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（２）フォローアップ調査結果 

全５地域のモデル事業以降の取組状況について、２.２ において検討した機能付加の

ステップ（STEP① 情報収集 ⇒ STEP② 情報提供 ⇒ STEP③ 地域連携 ⇒ STEP

④ 旅行サポートサービス）の段階ごとに整理した結果を表２—８に示す。また、各地域

の取組を行う上での今後の課題の一覧を表２—９に示す。 

 

STEP① 情報収集に関しては、昨年度、収集・整理した情報をベースとして情報の更

新や追加が進められており、モデル事業により調査手法や情報整理の基盤が整えられた

ことで情報収集が継続的かつ効率的に進められていることが確認された。 

 

STEP② 情報提供に関しては、地域によって情報提供の媒体や来訪者以外の対象者の

広がりに差があるものの、STEP① で収集した情報を活用し、総合的な案内や対応が可

能となっている。 

 

STEP③ 地域連携に関しては、福祉系や交通系の事業者との連携の拡大が進められて

おり、南さつま市においては近隣自治体と連携してモニターツアーを実施する等、主体

的な集客の取組に発展している。 

 

STEP④ 旅行サポートサービスの提供については、福祉系のサービス強化に向けた取

組が進められており、バリアフリー対応貸切風呂での日帰入浴受入（山形県）や、モー

ニングケアの紹介・手配（長崎市）等が行われている。 

 

取組の課題としては、多くの地域で資金面、人材不足、体制構築等があげられた。（表

２—９） 
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表 ２-８ モデル事業以降の取組内容一覧 

実施地域 1)札幌市 2)山形県 3)長瀞町 4)長崎市 5)南さつま市 

取

組

内

容 

STEP① 

情報 

収集 

・調査未実施の

施 設 に 電 話

等で確認 

・県が単費で大

規模なバリア

フリー調査を

実施（現地確

認とアンケー

ト） 

・事業者に対し

てバリアフリ

ー情報の掲載

内容を確認 

・施設の新設・

改修時等に随

時調査を実施

（ 当 事 者 参

加、詳細も確

認） 

・昨年度、かご

しまﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾂｱ

ｰｾﾝﾀｰと調査実

施 

STEP② 

情報 

提供 

・問合せに対

し、旅行全体

の コ ー デ ィ

ネ ー ト も 実

施 

・昨年度作成し

た 英 語 版 パ

ン フ レ ッ ト

を活用 

・上記結果を受

け以下の取組

を予定 

⇒現地確認結

果は、ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞに反映 

⇒アンケート

結果は、窓口

案内の際に活

用 

・スタッフの目

が肥え、地域

情報を総合的

に案内可能に

なった 

・福祉タクシ

ー、医療系（会

員外）の情報

も掲載 

・調査結果はホ

ームページ更

新や問合せ時

に活用 

・結果は市に共

有 

・バリアフリー

通信を不定期

発行し啓発 

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内に

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾍﾟｰｼﾞ

を設け、施設の

詳細情報を配

信 

・旅行会社に売

込み、モニター

ツアー実施 

STEP③ 

地域 

連携 

・介護タクシー

事 業 者 が 新

規会員に 

・周遊を支援す

る 広 域 連 携

も進む 

・専門的な問合

せは山形ﾊﾞﾘｱ

ﾌﾘｰ観光ﾂｱｰｾﾝ

ﾀｰが担当 

・福祉、交通事

業者に講演会

参加を呼びか

けた 

・町外の観光協

会会員の施設

と連携 

⇒今後は、その

地域の観光協

会等との連携 

を模索 

・タクシー事業

者、移送事業

者と連携 

・市の各種部

署、県、大学

と連携 

・近隣自治体と

広域連携し、モ

ニターツアー

実施 

⇒結果から課題

を抽出し、市と

改善を検討 

STEP④ 

旅行 

ｻﾎﾟｰﾄ 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ

の提供 

・車いすのレン

タ ル は リ ピ

ー タ ー が 増

加 

・バリアフリー

対応貸切風呂

での日帰入浴

の受入を実施 

・社会福祉協議

会の入浴介助

サービスは町

民対象 

・福祉施設と連

携し、モーニ

ングケア等を

紹介・手配 

・沖縄視察で学

んだアクティ

ビティ導入に

向け検討中 
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表 ２-９ 今後の課題一覧 

実施 

地域 
1)札幌市 2)山形県 3)長瀞町 4)長崎市 5)南さつま市 

課題 

・対象エリアが

広く調査未実

施の箇所が多

数残存 

・ノウハウが蓄

積してきたた

め、マニュア

ルの更新を検

討 

・資金面が課題 

・きめ細かな対

応が求められ

るため、人手

不足が懸念さ

れる 

・資金面が課題 

・福祉系の事業

者にとっての

会費負担 

・体制構築、資

金面が課題 

⇒常設のカウン

ターやスタッ

フが不足。 

 ボランティア

で運営 

・行政が障害者

等の受入を政

策に掲げるこ

とが重要 

・事業者への経

済的なメリッ

ト提示が必要 

・組織作りにつ

いて助言が必

要 

 

 

次ページ以降に、地域ごとのフォローアップ結果を示す。 
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 １）札幌市 

STEP① 情報の収集 

●今年度はスタッフが電話等で調査未実施の施設にバリアフリー状況を確認し、ホー

ムページの情報を更新している。 

●“バリアフリー情報誌”の認知度が事業者の中で高まっており、事業者側から掲載

を申し出されるようになってきている。 

●昨年度、基盤を整えたこともあり、その後も継続的に情報が自動的に集まるように

なってきている。 

 

STEP② 情報提供 

●問合せは増加しており、ユニバーサルデザインルームの有無のみでなく、旅行全体

のコーディネートに関する相談も実施している。 

●昨年度整備した英語版のパンフレットも活用しており、インバウンドに関しても最

低限の情報提供が可能となっている。 

 

STEP③ 地域連携（連携数、業種、エリア） 

●旭川、函館は地域連携が充実している。帯広、釧路、紋別にも拡大する等、広域連

携の体制構築が進んできた。 

●業種として、介護タクシーの事業者も会員に加わった。 

  

STEP④ 旅行サポートサービスの提供 

●車いすのレンタル等、利用者の中にもリピーターが増えてきている。 

 

【今後の課題】 

●案内するエリアが広大なため、調査未実施の所が多く残っている。また、ノウハウ

が蓄積してきたので、マニュアルの更新も検討している。 

●事業継続の観点から、資金面等は課題が残る。 
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 ２）山形県 

STEP① 情報収集 

●今年度、山形県がバリアフリー調査と講演会の開催を行う事業を実施している。 

●宿泊施設を中心に、駅・空港等の交通機関等も対象となっており、現地確認：50

施設程度、アンケート調査：200～300 施設程度である。 

 

STEP② 情報提供 

●調査結果は、県より山形県観光物産協会にも共有頂き、ホームページの更新や窓口

における案内に活用する予定である。 

●昨年度、伊勢志摩の視察結果に基づき対応マニュアルを作成した。視察の際に実感

した地域一体となった受入の機運を、山形でも実現できるよう、事業者に対して働

きかけを行っている。 

●その一例として、今年 4 月にデンマークの障害者等の修学旅行が決定した。 

（図２—14） 

●地域全体でのおもてなしに向け、ホームステイや案内ボランティアの募集等を進め

ている。 

 

STEP③ 地域連携（連携数、業種、エリア） 

●専門的な問合せの場合は、山形バリアフリー観光ツアーセンターが対応している。 

●福祉や交通の事業者との連携を見据え、シンポジウムへの参加の呼びかけを行った。 

 （図２—15） 

 

STEP④ 旅行サポートサービスの提供 

●県が“温泉王国”を謳っていることもあり、山形バリアフリー観光ツアーセンター

が通常の浴場利用が難しい方に対して、地域の旅館施設のバリアフリー対応貸切風

呂での日帰入浴の受入を行っている。また、入浴介助の派遣等を検討している。 

 

【今後の課題】 

●今後、きめ細かな対応が求められるユニバーサルツーリズムの問い合わせが増加す

ると、人手が不足するのではないかと懸念している。 

●今後の需要増加に対応するためには、引き続き、協会、バリアフリーツアーセンタ

ー、県の３者の密な連携・協議が必要と考えている。 
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（出典：山形バリアフリー観光ツアーセンターホームページ） 

図 ２-１４ 修学旅行の受入協力の呼びかけ 

 

 

（出典：山形県ホームページ） 

図 ２-１５ シンポジウムの案内チラシ 



 

31 

 ３）長瀞町 

STEP① 情報収集 

●昨年度、網羅的に情報収集できたため、その後は軽微な確認作業で最新情報に保つ

ことができている。会員事業者に対して、年 1 回、バリアフリー情報の掲載内容を

確認しており、継続的な意識啓発にもつながっていると考えている。 

●昨年度の店舗調査で店側の意識改革もみられ、バリアフリー対応がビジネスにつな

がるという意識が芽生えたようだ。 

●昨年、調査を実施するまで、地域のバリアフリー情報の収集方法や調査手段がわか

らなかった。チェックシートや必要な道具（メジャー、勾配計、車いす等）につい

て情報提供されていると取組みやすくなる。 

 

STEP② 情報提供 

●これまでは「直接施設に問い合わせください」等の対応に留まっていたが、スタッ

フ自ら調査を実施したことで“目が肥え”、地域の情報を総合的に案内できるように

なった。 

●利用者への情報提供として、協会の会員ではないが、福祉タクシーの事業者（3 社）

や、病院、交通事業者の電話番号の情報も掲載している。 

●武蔵野市の介護タクシー業者（ツアー会社でもある）から、高齢者の日帰旅行を検

討中との問い合わせがあり、昨年作成したパンフレットを提供する等の対応を行っ

た。（図２—16） 

 

STEP③ 地域連携 

●長瀞町内に宿泊施設が少なく、会員施設の約 2 割は町外である。既に、町外の観光

協会会員の施設とは連携済みであるが、今後は、近隣地域の観光協会等とこの分野

での連携を模索している。 

 

STEP④ 旅行サポートサービスの提供 

●社会福祉協議会が入浴介助サービスを実施しているが、町民対象のため、宿泊者に

対するサービス提供には課題がある。（特に、宿泊割合も 1％程度と需要量も少ない

ため、体制を整えることは難しい面がある。） 

 

【今後の課題】 

●資金面の課題が大きい。パンフレット作成時は会員から費用を集めることになるが、

追加的な費用負担となるため、理解・協力をえることが難しい。行政等からパンフ

レット製作費等の補助金があると取組みやすい。 

●福祉関係の事業者にとっては会費の負担が大きい。 
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図 ２-１６ 長瀞観光バリアフリーマップ（2017 年 7 月版） 
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 ４）長崎市 

STEP① 情報収集 

●公共施設の新設・改修時等随時バリアフリー調査を実施し、情報を増やしている。 

●たとえば、宿泊施設については、入浴介助、大浴場での異性介助、車いすのタイプ

別のユニットバスの利用可否等、詳細に確認している。 

●調査には必ず当事者が参加し、設備の有無に加え、利便性も検証している。 

 

STEP② 情報提供 

●調査結果はホームページへの更新や問い合わせへの対応時に活用している。（今後ア

プリへの反映を予定している。）なお、現在の実質的な情報発信は Facebook とな

っている。（図２—17） 

●調査結果は市に共有し、公共施設の車いすルートの表示の課題について改善してい

る。 

●バリアフリー通信（調査報告や車いすルートの情報提供等）を不定期に発行し、関

係者に啓発を行っている。 

 

STEP③ 地域連携 

●市の観光、まちづくり、地方創生の部署や県、大学と連携・協議しながら進めてい

る。 

●交通関係ではタクシー事業者 8 社、福祉関係の移送事業者と連携している。 

●広域連携としては、諫早市や大村市の組織、ハウステンボス等と連携している。 

 

STEP④ 旅行サポートサービスの提供 

●福祉施設 6 か所と連携し、モーニングケア、ナイトケアの派遣や訪問看護等の紹介・

手配を行っている。 

●市内に富裕層をターゲットに専門資格を持ったヘルパー等が同行する高額なサービ

スを提供している事業者があり、問合わせの方のニーズに合致する場合は紹介して

いる。 

 

【今後の課題】 

●常設のカウンター、スタッフの必要性は感じているが資金的に厳しく、体制構築が

課題である。市と課題を共有しており、体制構築に向けて継続的に協議している。 

●活動資金が最大の課題であり、市の補助金活用、会費ルールの見直し、車いす貸出

の有料化、市内企業からの協賛金募集等で資金集めに尽力している。 
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（出典：長崎バリアフリー推進協議会 Facebook） 

図 ２-１７ Facebook での情報発信（実証実験の報告） 
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 ５）南さつま市 

STEP① 情報収集 

●昨年度、かごしまバリアフリーツアーセンターと共に、市内 60 か所のバリアフリ

ー調査を実施した。 

 

STEP② 情報提供 

●ホームページ内に「バリアフリー観光情報」ページを設け、“宿泊”、“交通”、“レ

ジャー”等のコンテンツ別に情報発信している。 

●“宿泊”ページには施設別のバリアフリー情報を掲載し、詳細情報はかごしまバリ

アフリーツアーセンターのサイトにリンクする形としている。  

●視覚障害者等団体から相談を受け旅行のコーディネートを実施する等ユニバーサル

ツーリズムの対応実績を着実に積んでいる。  

●旅行会社に地域のバリアフリー観光情報を提供し、商品造成にむけた売り込みを実

施している。 

 

STEP③ 地域連携 

●④に記載のモニターツアーの結果から、課題を抽出し改善に向けて市や事業者等と

協議をすすめている（スパイラルアップの実施）。 

●昨年度の伊勢志摩の視察では、受入の心構えや手法を教えていただき、その後のビ

ジョンを具体化することができた。また、広域連携する全地域から参加したため、

意識共有も図られ、その後のモニターツアー実施等円滑に進めることができた。 

●継続的にかごしまバリアフリーツアーセンターとも連携しながら進めている。また、

地域の社会福祉協議会の定例会に参加し、連携を図っている。 

 

STEP④ 旅行サポートサービスの提供 

●昨年度の視察参加地域（南さつま市、指宿市、枕崎市、南九州市）を周る南薩ツア

ーを組んで、HIS にて、都心居住の障害者等参加のモニターツアーを開催した。 

（図２—18） 

●さらに、今年の 5 月に新たに日置市を加えたエリアでモニターツアーを開催予定で

ある。 

●昨年度の沖縄の視察では、障害者等向けのアクティビティを学んだ。一部導入に向

け、沖縄と継続的に相談しながら、事業者との調整やモニターツアー（地元養護学

校）の検討を進めている。今後、修学旅行の受入を検討。 

 

 

【今後の課題】 

●事業者に対して経済的なメリットを提示する必要がある。あわせて、自治体が受入

の推進を掲げることが重要。 

●“組織の作り方“、“コーディネート”、“ネットワーク”の手法等について助言が必

要。 
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（出典：Ｈ.Ｉ.Ｓ.旅行パンフレット） 

図 ２-１８ 実施したモニターツアーのパンフレット 
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宿泊施設におけるバリアフリー評価制度のあり方及び情報３．

発信のあり方の検討 

バリアフリーに対応した宿泊施設の実態と利用者ニーズ、情報発信の現状を把握すると

ともに、宿泊施設におけるバリアフリー化の状況を示す統一的な表記方法について検討し

た。 

 

３.１ バリアフリーに対応した宿泊施設の実態、利用者ニーズ等の把握 

バリアフリーに対応した宿泊施設の実態と利用者ニーズ、情報発信の現状を把握した。 

 

（１）宿泊施設の受入意向とバリアフリー対応状況 

「車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究」（平成 28 年

4 月、国土交通省国土交通政策研究所）によると、車いす利用者の受入に積極的な宿泊

施設は約 1 割と少ない。 

その理由としては、「施設や設備が整っていない」という回答が最も多いが、施設等

のバリアフリー対応状況を見ると、駐車場からエントランスでは約 8 割、館内では約 7

割、客室では約 4 割が車椅子利用可となっている。 

ハード面では対応可能な施設も多いにも関わらず、「施設等が十分でない」と施設側

が認識しているというギャップが生じている要因としては、宿泊施設としてどの程度施

設等が整っていれば当事者ニーズに応えられるのかを十分に把握できていないことが

考えられる。 

 

  

図 ３-1 宿泊施設の車いす使用者の受入意向と理由 

 

（出典：車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究 

（平成 28 年 4 月 国土交通省国土交通政策研究所）） 

図 ３-2 施設等のバリアフリー対応状況 
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バリアフリー対応状況の実態について、以下の調査結果等を活用して整理を行った。 

・宿泊・観光施設等のバリアフリー現況調査（平成 25 年 3 月観光庁） 

・ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査（平成 28 年 10 月住宅

局） 

 

１）宿泊・観光施設等のバリアフリー現況調査（平成 25 年 3 月観光庁） 

本調査において、明らかになった事項は、以下のとおりである。 

・全施設の２６％において車いす対応客室があり、共有スペースのバリアフリー化も進

められているが、客室内や共用のトイレ・浴場については十分に進んでいない。 

・施設タイプ別に見ると、「旅館」や「ビジネスホテル」よりも、「シティホテル」や「リ

ゾートホテル」の方が相対的にバリアフリー化が進んでいる。 

・上記の結果として、「旅館に泊まりたいがバリアフリー対応がなされていないため諦

めた」、「ビジネスホテルに泊まることで宿泊費用を抑えたいが、バリアフリー対応を

考えると 結局シティホテルに泊まらざるを得ない」という状況が生じていることが

懸念される。 

・今後は、ハード面のバリアフリー化をさらに進めるとともに、ハード面で対応しきれ

ない部分については、サポーター（介助者）や 施設スタッフ等、「ひと」による入浴

介助等、ソフト面の対応により補う必要がある。 

 

表 ３-１ 「宿泊・観光施設等のバリアフリー現況調査」の概要 

調査期間 平成 24 年 10 月下旬～11 月上旬 

調査対象 ・全国旅館ホテル生活衛生同業組合（全旅連）のＨＰ（Ｈ24.9 月末時点）

から宿泊施設について、各都道府県２０施設程度を目処に無作為抽出  

主な 

調査項目 

・施設概要（施設名、施設タイプ、部屋数等）  

・客室のバリアフリー状況 

・共用スペースのバリアフリー状況 

回答数 405 施設 

 

表 ３-２ 「宿泊・観光施設等のバリアフリー現況調査」の結果概要  

区分 項目 割合 

客
室 

客室 ・車いす対応の客室がある 26％ 

トイレ ・車いす対応の洋式トイレがある 12％ 

浴室 
・出入口に段差がなく、出入口の幅が 80cm 以上あ

り、手摺りがある 
9％ 

共
有
ス
ペ
ー
ス 

エントランス・

玄関 

・エントランス・玄関に段差がない、 

 もしくは、解消方法がある 
80％ 

トイレ ・車いす対応の洋式トイレがある 33％ 

昇降施設 
・最低限一つはエレベーターまたはその他昇降施設が

ある 
83％ 

浴場 

・浴場出入口に段差がなく、浴場出入口の幅が 80cm

以上あり、脱衣所の出入口に段差がなく、浴室の出

入口に段差がなく、浴室に手摺りがある 

3％ 
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２）ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査（平成 28 年 10 月住宅局） 

本調査において、明らかになった事項は、以下のとおりである。 

 

①UD ルームの整備状況について 

・UD ルームについては、「シティホテル連盟の会員ホテル等」で 3 割以上（33.3％）、

「日本ホテル協会の会員ホテル」で 6 割近く（58.5％）の施設が有している。一方

で、今後増やす予定がある施設は、いずれもわずかである。  

・相対的に見ると、「日本ホテル協会の会員ホテル」が「シティホテル連盟の会員ホテ

ル等」よりも整備が進んでいる。 

 

②UD ルームに関する情報発信について 

・情報提供内容については、UD ルームの有無のみを提供している施設が最も多く、問

合せ内容も UD ルームの有無についてが最も多い。また、予約方法については電話対

応が最も多い。 

 

③ソフト面の対応について 

・「シティホテル連盟の会員ホテル等」で約半数（52%）、「日本ホテル協会の会員ホテ

ル」でほとんど（99.1％）のホテルが貸出備品を有している。 

 

表 ３-３ 「ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査」の概要 

調査期間 平成 28 年 10 月中旬～12 月上旬 

調査対象 ・日本ホテル協会の会員ホテル 

・シティホテル連盟の会員ホテル及びヒアリングを実施したホテル  

主な 

調査項目 

・ホテル 基礎情報 

・ＵＤルームの有無、バリアフリー化状況、情報提供内容・予約方法、今

後の整備予定 

・一般客室のバリアフリー化状況、備品の貸し出しや高齢者、障害者等へ

の配慮状況 

・ホテル共用部のバリアフリー化状況 

回答数 51 施設 
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表 ３-４ 「ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査」の結果概要（1/2） 

区分 
シティホテル連盟の会員ホテル等 

（ビジネスホテル中心）  

日本ホテル協会の会員ホテル  

（シティホテル中心）  

Ｕ
Ｄ
ル
ー
ム 

概要 ・全施設（51 回答）のうち UD ル

ームのある施設（17 回答）は、

33.3％ 

・ＵＤルームの総数は、25 部屋、

平均 1.47 室/施設 

・ＵＤルームのあるホテルの総客室

数は、3,169 室 

・ＵＤルームのあるホテルにおける

総客室数に対するＵＤルーム数

の割合は、0.79％ 

〇部屋面積の平均値は、一般客室に

比べ広く、ツインで 28.1 ㎡ 

〇フロント階の直上階に位置する

ものが半数以上 

・全施設（106 回答）のうち UD

ルームのある施設（62 回答）は、

58.5％ 

・ＵＤルームの総数は、138 部屋、

平均 2.23 室/施設 

・ＵＤルームのあるホテルの総客室

数は、26,055 室 

・ＵＤルームのあるホテルにおける

総客室数に対するＵＤルーム数

の割合は、0.4％ 

〇部屋面積の平均値は、一般客室に

比べ広く、ツインで 38.1 ㎡ 

〇ＵＤルームはフロント階の直上

階に位置するものが 10.2％、そ

の他が 86.4％ 

出入口 〇客室出入口の段差がなくドア幅

が 80cm 以上の施設は、92％ 

〇客室出入口の段差がなくドア幅

が 80cm 以上の施設は、70.9％ 

浴室・ト

イレ 

〇浴室出入口の段差がなくドア幅

が 80cm 以上の施設は、83％ 

〇浴室出入口の段差がなくドア幅

が 80cm 以上の施設は、70.9％ 

情 報 提

供、予約

方法等 

〇情報提供内容は、ＵＤルームの有

無のみが最も多い 

〇問い合わせ内容は、ＵＤルームの

有無についてが最も多い 

〇予約方法は、電話対応が最も多い 

〇情報提供内容は、ＵＤルームの有

無のみが最も多い 

〇問い合わせ内容は、ＵＤルームの

有無についてが最も多い 

〇予約方法は、電話対応が最も多い 

今 後 に

ついて 

〇増やす予定が有るとの回答は、2

回答（4％）のみ 

〇増やすにあたっての客室改修の

課題として、水回り（ユニットバ

ス）が最も多く、客室内のスペー

スの確保が挙げられている 

〇増やす予定が有るとの回答は、3

回答（4.5％）のみ 

〇増やすにあたっての客室改修の

課題として、水回り（ユニットバ

ス）の制約と改修費用の捻出が挙

げられている 

〇その他、全ての障害者対応にする

と重装備になり、使いづらく、稼

働が低調になるとの指摘がある 
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表 ３-５ 「ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査」の結果概要（2/2） 

区分 
シティホテル連盟の会員ホテル等 

（ビジネスホテル中心）  

日本ホテル協会の会員ホテル  

（シティホテル中心）  

一
般
客
室 

客 室 出

入口 

〇出入口の段差は、段差なしが

98％ 

〇ドアの幅は 80cm 以上が 57％ 

〇出入口の段差は、段差なしが

94.8％ 

〇 ド ア の 幅 は 80cm 以 上 が

36.3％ 

浴室（ユ

ニ ッ ト

バ ス 含

む） 

〇浴室出入口の段差は、段差有りが

78 ％、 15cm 以上の段差が

70％ 

〇浴室ドアの幅は 65cm 未満が

57％ 

〇浴室出入口の段差は、段差有りが

51.5％、15cm 以上の段差が

24.4％ 

〇浴室ドアの幅は 65cm 未満が

64.9％ 

一 般 客

室 の 配

慮 

〇高齢者、障害者（聴覚障害者、補

助犬）等への配慮として、備品貸

出しのある施設は、52％ 

〇備品のうち 86.7％は、車いすの

貸出し 

 

 

〇視 覚 障害 者へ の 配慮 の うち

70％は、従業員による誘導 

〇高齢者、障害者（聴覚障害者、補

助犬）等への配慮として、備品貸

出しのある施設は、99.1％ 

〇備品のうち 80.6％は、車いすの

貸出しであり、その他に、聴覚障

害者対応備品や補助犬ユーザー

対応備品がある 

〇視 覚 障害 者へ の 配慮 の うち

73.7％は、従業員による誘導 

〇視覚障害者誘導用ブロック敷設

場所は、玄関等の出入口や外歩道 

〇音声案内の場所は、大通りに面し

た入口 

〇点字や浮彫表示の場所は、部屋番

号、エレベーター 

共
用
部 

共 用 の

車 い す

使 用 者

用 ト イ

レ 

〇車いす使用者用トイレのある施

設は、47％ 

〇フロント階と同じ階に設置され

ている施設が最も多い 

 

 

〇トイレ内の設備は、おむつ替えシ

ートが最も多い 

〇車いす使用者用トイレのある施

設は、92.4％ 

〇フロント階と同じ階に設置され

ている施が 44.4％、その他が

55.6％で、宴会場又はレストラ

ンの周辺に設置されている。 

〇トイレ内の設備は、おむつ替えシ

ートが最も多い 

大 浴

場・共用

浴室 

〇一部段差有りが 75％  

メ イ ン

エ ン ト

ランス 

〇段差のある施設は 45％、そのう

ちスロープ設置のある施設は

35％ 

〇段差のある施設は 60.2％、その

うちスロープ設置のある施設は

86.4％ 

レ ス ト

ラン 

〇出入口に一部段差のある施設は、

19％ 

〇内部に一部段差のある施設は、

32％ 

〇出入口に一部段差のある施設は、

28.6％ 

〇内部に一部段差のある施設は、

6.1％ 
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【シティホテル連盟の会員ホテル等】 

 
図 ３-3 「ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査」 

シティホテル連盟の会員ホテル等の結果概要 

 

【日本ホテル協会の会員ホテル等】 

 
（資料：ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査 

（平成 28 年 10 月 国土交通省住宅局）） 

図 ３-4 「ホテルのバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査」 

日本ホテル協会の会員ホテル等の結果概要 
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（２）宿泊施設のバリアフリー対応に関する利用者ニーズ 

障害者団体、当事者等へのヒアリング調査により、宿泊施設のバリアフリー対応に関

する利用者ニーズを把握した。 

なお、ヒアリングにあたっては、「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」の場を活用

するものとするが、発達障害者が宿泊施設の利用可否を判断するために必要となる情報

について、（一社）日本発達障害ネットワーク事務局長の橋口氏へのヒアリングを行っ

た。 
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表 ３-６ 宿泊施設のバリアフリー対応に関する利用者ニーズ（ヒアリング結果、1/2） 

 

区分 意見 

視
覚
障
害
者 

全
般 

・WEB を活用できない人も多いため、観光案内所に行くと地域のバリアフ

リー情報が得られる等現地にも情報拠点があることが重要である。 

・バリアフリー旅行相談窓口では、視覚障害者対応はほとんどない。 

・視覚障害者は一般の方が泊まる部屋でも十分であるが、設備等について

は宿泊施設によって違うため、統一していただけるとありがたい。 

・最終的にはホテルや観光案内所に聞かないと分からないため、毎回電話

で確認して行程を組んでいる。 

・盲導犬については、ホテルが受け入れていてもその中の飲食店で断られ

ることが多い。 

・当事者が利用することで施設側の対応もレベルアップする。宿泊施設を

利用することを通じて、当事者が自ら発信していくことが大事である。  

情
報
内
容 

・入口までの道順等に関する情報をテキスト形式で提供することや、人的

対応の範囲を明示することは有効である。 

・部屋番号の点字やエレベーターの音声案内等より細かな情報は有効 

・弱視者には動画・写真形式も活用可能 

・「設備対応の有無」に関しては、盲導犬のトイレの有無、音声案内の有無、

弱視の方が見やすい案内表示の有無、リフト付きバス駐車場の有無、大

浴場内の配置図の有無、の５点を追加していただきたい。 

・また、「人的対応の有無」について、主にバイキング等の場合の介助の有

無について、追加いただきたい。 

聴
覚
障
害
者 

全
般 

・バリアフリー旅行相談窓口について、視覚障害者や聴覚障害者について

なじみが薄いのは確かである。コミュニケーションや情報アクセシビリ

ティの点で問題がある。 

・情報アクセシビリティについては、ホテルや学校で推進されているが、

観光分野でもやってもらいたい。 

情
報
内
容 

・時間帯によって出入口がインターフォン対応となる場合や自動チェック

イン・アウトの場合等を事前に情報提供することが求められる。 

・客室内テレビの字幕表示の重要性については、改めて強調しておきたい。 

・客室内では、通常のインターフォンでは気が付かないため、呼出し用に

「バイブレーション装置」や「フラッシュライト」を用意していただき

たい。また、盲導犬と同様に、聴導犬についても併せて配慮をお願いし

たい。 

・エレベーター内では、呼出しボタンだけでなく「呼び出しています」と

いうような文字情報があれば安心できる。「エレベーター内の文字情報の

有無」についても追加してほしい。 
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表 ３-７ 宿泊施設のバリアフリー対応に関する利用者ニーズ（ヒアリング結果、2/2） 

身
体
障
害
者 

情
報
内
容 

・エレベーターについては、その有無ではなく、障害者優先となっている

か否か、という情報も必要ではないか。 

・入口・通路の段差は、視覚障害者と車いす利用者で、あった方がよい、

ない方がよいと分かれる。視覚障害者向けには、国土交通省では歩道の

段差 2cm と決めているはずなので、数値も入れた方がよい。 

・ホテルの朝食はほとんどがバイキングなので、下肢の不自由な方は自分

で取ってこられない。「介助者がいるかどうか」も追加してほしい。 

・「車いす対応トイレの有無」だけではなく、「車いすが入って 360°転回

ができるかどうか」も追加していただけるのか。 

・情報の見せ方が大事である。情報がありすぎると選別できないという弊

害もある。階層別に考えていくことが必要である。最初はピクトグラム、

さらに詳しい情報は別の階層というように、階層を上手く見せる工夫が

必要である。 

発
達
障
害
者 

全
般 

・旅行の行程や施設の利用方法等、事前に「予習」できることが大切 

 ※慣れない場所だと、不安やパニックになりやすい 

※現地で戸惑うことがないように旅行前に確認できると助かる 

 （飛行機等の搭乗方法、チケットの買い方等） 

情
報
内
容 

・隔絶された空間確保の可否や部屋食の対応可否等の情報が必要。 

・施設等の個別の情報だけでなく、移動やアクセスの情報等、線や面とな

った情報提供が必要 

※部分やスポット的な情報だけでは迷ってしまう 

・備品としてパーテーションが借りられるか等の情報もあると良い 

※パニックになった時のクールダウン、カームダウンするために必要 

 （落ち着くためのプライベートな小空間をつくる） 

・施設の中やホテルの客室の中でも迷子になることがある 

※口頭や文字情報だけでなく、地図等の視覚的な情報提供が望ましい 

※「案内所」と掲示されていても案内板が多いと情報過多で判断できな 

い人もいる 

 

  

区分 意見 

聴
覚
障
害
者 

情
報
内
容 

・統一フォーマットについて、5 年に 1 回、10 年に 1 回等、情報の更新

時期も考慮していく必要がある。 

・サービスについては、心理的には「あまり高い所には泊まりたくない」

という面もあるため、オプションとそうでないものを分けて、情報発信

していただきたい。 
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（３）情報発信媒体ごとの宿泊情報の現状と課題 

宿泊情報を発信する各媒体のバリアフリーに関する情報提供の現状と課題について

整理を行った。 

 

表 ３-８ 情報発信媒体ごとの現状と課題 

 宿泊施設の 
HP・パンフレ
ット 

宿泊検索サイ
ト 
 

出版物、パンフ
レット等 

観光案内所 
 

バリアフリー 
旅行相談窓口 

提供主体 

 

各宿泊施設 各オンライン旅

行会社 

各旅行会社、自治

体等 

観光協会等 日本バリアフリ

ー観光推進機構 

対象地域 

 

全国 全国 全国 全国 相談窓口のある

19 地域 

位置づけ 

機能 

（一般） 

 

・施設固有の設

備、備品、サー

ビス、アクセス

等を発信 

・宿泊前に利用者

が確認 

・Web 予約が可

能な施設もあ

り 

・問合せ対応が可

能 

・旅行先の宿泊施

設の検索、予約

に活用 

・各施設の概要、

プラン等を掲

載、価格等での

比較が可 

・詳細情報は施設

への問合せが

必要 

・旅行会社を通じ

て予約が可能

な施設の情報

が掲載 

・各施設の概要、

プラン等の情

報を発信 

・施設ごとの個別

の情報量は少

ない 

・当該地域の施設

の情報を提供 

・宿泊施設に限定

せず、旅行の各

種情報を提供 

・高齢者や障害者

等が安心して

旅行できるよ

う、地域内の施

設のバリアフ

リー対応等の

詳細な情報を

提供 

高齢者や 

障害者等へ

の情報発信 

【現状】 

 

・施設によって

は、寸法や写真

等の当事者が

判断しやすい

情報を掲載 

・施設ごとの対応

となるため、情

報の量や質に

ばらつきがあ

る 

・個々の宿泊施設

が設定した情

報を掲載 

・障害の種類等に

応じて、検索で

きる機能を有

するサイトも

ある 

・掲載情報の修

正、変更が比較

的容易 

・個々の宿泊施設

が設定した情

報を掲載 

・個々の宿泊施設

が設定した情

報を提供 

・取組み意識は

徐々に高まっ

ており、一部対

応を始める案

内所がある  

・設備の有無、サ

イズ、数量等詳

細な情報を有

し、Web や窓

口で提供 

・施設とのコネク

ションを有し、

個別対応を実

施 

高齢者や 

障害者等へ

の情報発信 

【課題】 

・情報発信がされ

ていないこと

も多い  

・「バリアフリー」

に関する情報

の基準が不明

確であり、当事

者が判断しや

すい内容の情

報を満たして

いない  

・掲載スペースが

限られており、

バリアフリー

対応の状況や

受入情報等、十

分な量の情報

が掲載されて

いない  

・情報修正等が難

しい 

・問合せの内容に

対して、十分な

情報提供、対応

が実施できな

い可能性があ

る 

・バリアフリー相

談窓口ほど詳

細なサービス

は実施できな

い 

・相談窓口のある

地域に限定  

今後の 

方向性 

・個々の宿泊施設

の状況に応じ

て、セルフチェ

ック的に情報

収集・発信でき

るよう、統一フ

ォーマットに

より発信  

・当事者が少ない

情報でも判断

しやすいよう、

わかりやすい

基準や表示方

法により発信  

・ユーザビリティ

を活かした分

かりやすい情

報提供手法の

検討 

・当事者が少ない

情報でも判断

しやすいよう、

わかりやすい

基準や表示方

法により発信  

・観光案内所にお

ける宿泊施設

のバリアフリ

ー情報の取扱

量の増加（取組

み意識の醸成） 

・地域内の情報

量、対象領域の

さらなる拡大 

・相談窓口の増加  

・自治体、観光案

内所等との連

携の促進 
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（４）宿泊施設のバリアフリー情報発信の現状 

宿泊施設のバリアフリー情報発信の現状について、宿泊施設、OTA(宿泊検索サイト)、

バリアフリー旅行相談窓口の３つの主体による実施状況を基に整理した。 

 

 １）宿泊施設による情報発信 

①ホテルにおける状況 

宿泊施設におけるバリアフリー対応客室に関する情報発信については、「ホテルのバ

リアフリー化の現状等に関するアンケート調査（平成 28 年 10 月国土交通省住宅局）」

（P39）によると、「UD ルームの有無のみ」を提供しているホテルが最も多く、問合せ

も「UD ルームの有無」に関するものが最も多い。  

一方で、個々の宿泊施設を見ると、富士レークホテル（山梨県南都留郡富士河口湖町）

のように、客室の寸法や写真を掲載し、利用者の判断しやすい客観的な情報が提供され

ている施設もある。 

 

（出典：富士レークホテルホームページ） 

図 ３-5 国内ホテルにおける情報発信事例 
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 ２）OTA（宿泊検索サイト）による情報発信 

 

①OTA（宿泊予約サイト）における状況 

・多くの宿泊検索サイトでは、「バリアフリー」というキーワードで検索できるように

なっているものの、検索後、個々の詳細画面で確認できる情報の項目や内容は、必ず

しも統一されていない。 

・掲載する際の基準については、「宿泊施設が設定した内容を検索できるようにしてい

るだけ」、「掲載基準は特にない」といったように曖昧であり、利用者にとって分かり

やすい情報発信がされているとは言い難い。 

・一方で、個々のサイトを見ると、以下のような工夫も見られる。 

 楽天トラベルでは、行動場面ごとに検索条件が設定されている。 

 るるぶトラベルでは、障害種別ごとに検索条件を設定している。 
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表 ３-９ 国内 OTA（宿泊予約サイト）による情報発信の状況（1/2） 

サイト名  

(運営会社) 

バリアフリーに

関する「特集ペ

ージ」の有無  

「検索条件」における  

バリアフリーに関する項目  

の有無及び内容  

「ホテル詳細画面」における  

バリアフリー対応状況に関する  

情報の有無  

①楽天トラベ

ル（楽天（株）） 
○  

全旅連が認定  

人に優しい宿  
○  

＜車椅子への優しさ＞  

・貸出用車いすあり   

・館内に車いす利用可能なトイ

レあり   

・車いす利用者用客室あり  

＜入浴への優しさ＞  

・大浴場での介助入浴可能   

・大浴場浴槽に手すりあり   

・貸切風呂・家族風呂あり  

＜食事への優しさ＞  

・高齢者用料理への対応可能   

・アレルギーに配慮した料理へ

の対応可能   

・部屋食可能  

＜トイレへの優しさ＞  

・客室内に洋式トイレあり   

・客室内トイレにシャウートイ

レあり   

・客室内トイレに手すりあり  

＜その他の優しさ＞  

・施設スタッフによる介助・補

助対応が可能   

・禁煙ルームあり   

・送迎バスあり  

○  ※「検索条件」と同等  

②JTB 

（（株）JTB） 
× －  × －  ○  

足元の心配な方・車椅子の方  

・車椅子対応客室／和洋室 3 室  

・建物入り口のスロープ  

・通路・階段手すり  

・車椅子での単独行動（敷地内

道路）  

・車椅子での単独行動（館内）  

・貸出用車椅子（無料）／事前

連絡 :要  

・車椅子対応共用トイレ  

・車椅子用エレベーター  

・車椅子でご利用いただける駐

車場  

目のご不自由な方  

・敷地内道路に点字ブロック  

・館内案内点字表示  

・非常時の音声による呼び出し

装置  

耳のご不自由な方  

・フロント従業員が手話で対応  

・フロント従業員が筆談に対応  

・非常用警報ランプ対応客室  
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表 ３-１０ 国内 OTA（宿泊予約サイト）による情報発信の状況（2/2） 

サイト名  

(運営会社) 

バリアフリー

に関する「特集

ページ」の有無  

「検索条件」における  

バリアフリーに関する項目  

の有無及び内容  

「ホテル詳細画面」における  

バリアフリー対応状況に関する  

情報の有無  

③るるぶトラ

ベル （（ 株）

JTB）  

○  

全旅連認定  

人に優しい

宿  

○  

※「特集ページ」から以下の条

件を選択可能  

・車いすでも安心  

・赤ちゃん連れでも安心  

・ご長寿のお祝いにぴったり  

○  

肢体障害の方  

 ・車椅子対応客室  

 ・玄関前のスロープ  

 ・車椅子のお客様が単独で客室

間あるいは客室とパブリックス

ペース間の移動（段差なし）  

 ・車椅子用エレベーター  

 ・車椅子用駐車場 (1 台) 

視覚障害の方  

・館内のパブリックスペース及

び客室内に点字等の表示  

聴覚障害の方  

 ・手話のできるフロント従業員

が応対  

 ・聴覚障害者用非常用警報ラン

プ（聴覚の不自由なお客様に非

常をお知らせするために客室等

に設置する回転灯）を設置した

客室  

ご高齢の方  

 ・階段・通路の手摺  

 ・貸し出し用車椅子  

  



 

51 

 

【①楽天トラベル（人に優しい宿）】 

 

（出典：楽天トラベルウェブサイト「全旅連が認定 人に優しい宿」） 

 

【②ＪＴＢ】 

 
（出典：JTB ウェブサイト） 

  

検索結果画面 障害種別ごとに、
設備の有無、人的対
応の可否を掲載
・館内点字表示
・手話対応
・機器の貸出し 等

宿泊施設詳細へ
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【③ＪＴＢ（るるぶトラベル）】 

 

（出典：JTB（るるぶトラベル）ウェブサイト「全旅連認定 人に優しい宿」） 
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 ３）バリアフリー旅行相談窓口による情報発信 

・バリアフリーツアーセンターやユニバーサルツーリズムセンター等のバリアフリー旅

行相談窓口のある地域では、地域内の宿泊施設等の客観的なバリア情報（数値やサイ

ズ、写真等）をホームページ等により発信している。また、バリアフリー旅行相談窓

口では、ホームページ等の情報発信に加え、電話や窓口において、客観的な調査デー

タに基づき利用者からの問合せや相談対応を実施している。 

・これらの地域では、宿泊施設を含む観光関係者全般のユニバーサルツーリズムに対す

る意識醸成が図られており、また情報発信に必要な施設内のバリア及びバリアフリー

調査をバリアフリー旅行相談窓口のスタッフが実施していることが多いことが要因

である。 

・日本バリアフリー観光推進機構「全国バリアフリー旅行情報」サイトでは、基本情報、

詳細情報ごとに設備の有無、サイズ、数量、コメント等を全国統一のフォーマットで

発信しており、各施設、設備ごとの写真情報についても提供されている。これらは日

本バリアフリー観光推進機構に所属する各地のバリアフリー旅行相談窓口の調査デ

ータをもとにしており、各地のバリアフリー旅行相談窓口ホームページでも同様の情

報が発信されている。 

・利用者から見た課題として、バリアフリー観光の推進に積極的な地域に限られており

宿泊施設数も 564 件にとどまっていることが挙げられる。施設側から見た課題とし

ては、同等の情報を自発的に発信して利用者側の選択肢を広げることが期待されるが、

そのためには経営上のメリットも含めた動機づけが必要である。  

 

 

図 ３-6 全国バリアフリー旅行情報ホームページにおける情報発信例  
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３.２ 宿泊施設におけるバリアフリー化状況を示す統一的な表記方法の検討 

本検討にあたっては、適切な情報発信により、当事者が利用可否を判断しやすくなり、

かつ宿泊施設がバリアフリー化に取組みやすくなるという双方にとっての効果を重視して

実施した。 

そのため、評価する側と評価される側という対立軸を生みやすい「評価制度」よりも、

当事者や宿泊施設等の関係者が実用的に使いやすい「統一フォーマット」としてとりまと

めることとする。 

「統一フォーマット」が日常的に用いられることにより、当事者が個々の障害に応じて

最適な宿泊施設を探すことができ、また宿泊施設側も、セルフチェックを行って、当事者

の求めるアクセシビリティの対応レベルを満たす取組を進めることが期待される。 

 

（１）既存の宿泊施設のバリアフリー評価制度の実態把握 

 １）統一フォーマットの検討事例 

枠組として制度化されているか否かにとらわれず、「統一フォーマット」作成にあた

って参考となるよう、統一的なバリアフリー情報発信の促進に資する事例を整理した。 

 

①シルバースター登録制度 

・「高齢社会に対応した宿づくりを目指す宿の称号」として、全国旅館生活衛生同業組

合連合会により、平成 5 年６月から実施されている。 

・登録された宿泊施設には、統一マークの掲示が許可されるとともに、連合会発行のパ

ンフレット等による周知・PR がなされている。 

・楽天トラベル、るるぶトラベル等の宿泊検索サイトにおいても、シルバースターとし

て登録された宿泊施設の検索が可能となっている。  

・設備・サービス・料理面等で一定の基準を満たす宿であることが求められ、主な登録

基準を次ページに示す。  
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【「シルバースター登録制度」における主な登録基準】  

1.  旅館業法の営業許可を取得後、原則として１年以上営業を行っているもの。  

2.  客室内浴室・トイレには必要に応じ、手すり等が設置されていること。  

3. 共同浴室は、手すり、スロープ、シャワーチェア、椅子やベンチ等を設置して高齢

者の利用に配慮すること。 

4.  共同トイレは、洋式トイレや手すりを設置することが望ましいこと。  

5.  共同トイレ内に事故発生時用の連絡設備があること。  

6.  階段等には手すりを設置すること。 

7. 駐車スペースは、施設の出入口に近い場所に設けるとともに、高齢者がスムーズに

昇降できるよう十分なスペースを確保することが望ましいこと。  

8. 施設の出入口は、スロープの設置又は段差を極力解消する等利用に支障がないよう

配慮すること。 

9. 施設内外の通路等の表面を滑りにくい材質で仕上げる等高齢者等の利用に配慮さ

れていること。 

10. 設計基準（増・改築に際して） 

ア．浴室は高齢者の利用を考慮し、浴槽の形態、洗い場の材質等についても配慮する

こと。 

イ．階段を設ける場合には、なるべく勾配を緩やかにし、階段の高さに配慮すること。 

11. 食事は高齢者に配慮したメニュー（献立）の提供もできること。  

12. 部屋割についてはできる限り高齢者が利用しやすい客室を提供すること。  

13. 高齢者（満６５歳以上）に対しては割引料金・粗品・飲食等の配慮を行うこと。 

14. 高齢者が移動する際の補助となるよう、必要に応じて車いすを配置すること。  

15. 従業員に対し高齢者の宿泊客に接する際の配慮等の教育を行うこと。  

16. 十分なる旅館賠償責任保険に加入していること。  

17. 適正な区域内に往診等の対応措置がとれる医療施設を有すること。  

（出典：Yado-net（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会）） 
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②宿泊施設のバリアフリー・受入情報の統一基準案  

・広く一般に宿泊施設の受入情報を届ける仕組みの構築に向けて、平成２８年 4 月に、

国土交通省国土政策研究所により、車いすや足腰の不安な高齢者を対象とした受入情

報の統一基準に関する提案がなされている。  

・併せて、旅行パンフレット等に掲載することを想定したマークについても、イメージ

が提示されている。 

 

 
（出典：車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究 

（平成 28 年 4 月 国土交通省国土交通政策研究所））  

  

図 ３-7 受入情報の統一基準案及びマークの掲載イメージ 
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0～19.9： ★
20～39.9： ★★
40～59.9： ★★★

60～79.9： ★★★★
80～100： ★★★★★

評価点と評価

 

③宿泊施設におけるバリアフリー評価ツール 

・観光エリアの自治体や観光協会、個別施設の運営主体等が、施設のバリアフリー状況

を把握し今後の改善に活かすことを目的として、平成２８年 4 月に、国土交通省総合

政策局安心生活政策課により、「バリアフリー評価ツール」（エクセルファイル）が作

成・公開されている。 

・「旅行先選択のための事前情報」、「観光地・個別施設のアピール」、「観光エリアの自

己評価」、「個別施設の自己評価」、「観光エリア間の比較」へ活用することが想定され

ており、各地域・施設が自ら前向きに評価を実施することで、今後の改善策に繋げる

とともに、観光客にアピールすることで観光客の増加にも繋げることを企図している。 

・宿泊施設では、27 の評価項目が設定されており、各評価項目について適合している

かどうかを「○」「×」で評価すると評価点が算出される仕組みとなっている。 

 

 

 

 

 

（出典：オリンピック・パラリンピックを見据えたバリアフリー化の推進に関する調査研究 

（平成 28 年 3 月 国土交通省総合政策局安心生活政策課）） 

 

図 ３-8 バリアフリー評価ツールの評価項目 

  

宿泊施設A

全盲 弱視

障害者用駐車場の有無 ○ ○

入口・通路の段差解消 ○ ○
通路上の梁や柱など危険個所の有無と注意喚起 ○ ○ ○
施設内の配置図の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設内の外国語案内の有無 ○ ○

階段 手すりの点字案内の有無 ○ ○ ○
スロープ 車いすの通行可否(勾配、幅員、折り返し） × ○

エスカレーター 音声案内の有無 ○ ○ ○
車いすが無理なく入ることができる大きさ、車いすに配慮された操作盤 ○ ○
行先階等の表示の有無 ○ ○
行先階等の音声案内の有無 ○ ○ ○
行先階等の外国語案内の有無 ○ ○
操作盤の点字表記の有無 ○ ○ ○
操作盤の外国語表記の有無 ○ ○

多機能トイレの有無 ○ ○ ○
トイレ内配置の触知図の有無 × ○ ○
乳幼児連れ用設備（ベビーベッド、おむつ換え等）の有無 × ○

車いすで利用できる入口幅、客室内スペース、トイレ・浴室設備 ○ ○
視覚障害者のための客室内設備配置や操作方法の案内（係員の説明、音
声案内、点字案内等）の有無

○ ○ ○

緊急時の聴覚障害者対応（フラッシュライト等）の有無 ○ ○
客室内設備、宿泊施設内案内等の外国語による情報提供の有無 ○ ○

車いす使用者受入の実績 ○ ○
視覚障害者受入の実績 × ○ ○
聴覚障害者受入の実績 × ○
外国人受入の実績 ○ ○
その他の障害者受入の実績 ○ ○
従業員への障害者対応研修実施の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

81.5 88.9 77.8 80.0 80.0 100.0 80.0

聴覚障害
者対応

外国人対
応

その他の
対応

施設名＝

人的対応

評価点

アピールポイント
(自由記述）

駐車場

入口・通路

段差
解消

エレベーター

共用部分のトイレ

客室

評価視点 評価項目 評価
対象者

車いす対
応

視覚障害者対応
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 ２）ピクトグラムの事例 

ピクトグラムは、当事者にとって入口となる情報を表す上で有用性が高い。そのため、

「統一フォーマット」を基に受入情報を分かりやすく表示するにあたって、参考となる

よう、バリアフリーに関連するピクトグラムの事例を整理した。 

 

①JIS 規格 

・標準化法に基づく国家規格の一つとして、経済産業省により、平成 14 年 3 月に「案

内用図記号 JISZ8210」を制定されている。 

・このうち、バリアフリーに関連するピクトグラムは、概ね、 ISO（国際規格）にも対

応している。 

 
（出展：JIS 規格詳細画面（日本工業標準調査会）） 

図 ３-9 ピクトグラムの事例（公共・一般施設） 

・また、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人観光客にもより分かりや

すいものとするため、 ISO（国際規格）にそろえる方向で見直して平成 29 年 7 月に

改正されている。 

・駐車場、手荷物受取所等の７種類が変更されるとともに、無線 LAN、充電コーナー等

の 15 種類が新たに追加されている。なお、「温泉」については、「外国人に分かりや

すい国際規格が良い」「温泉は日本の文化であり、日本古来のマークを尊重すべきだ」

という相反する意見があり、２つの図案が規格化されている。  

 
（出典：案内用図記号の JIS 改正‐2020 年東京オリパラに向け、より円滑な移動を目指して‐ 

（平成 29 年 7 月 経済産業省）） 

図 ３-10 変更となる記号７種類と新たに追加された 15 種類の案内用図記号 
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②標準案内用図記号ガイドライン 

・案内用図記号の標準となるものを示すことを目的として、（公財）交通エコロジー・

モビリティ財団が設置した検討会により、平成 13 年 3 月に「標準案内用図記号ガイ

ドライン」が策定されている。 

 ※125 項目のうち、110 項目（108 項目と応用 2 項目）が JIS 規格化 

・東京オリンピック・パラリンピックに向け、平成 29 年 7 月に改訂版が策定されてい

る。新分類として「アクセシブル」を追加するとともに、各障害種別に対応した設備

や人的対応に関するものが追加されている。 

 ※新たに追加された 19 項目のうち 17 項目が JIS に追加 

 

 

（出展：表示案内図記号ガイドライン改訂版（平成 29 年 7 月 

公共施設等の案内用図記号検討委員会  （公財）交通エコロジー・モビリティ財団）） 

図 ３-11 新分類の「アクセシブル」と各障害種別に対応した設備や人的対応の案内用図記号  
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③沖縄県バリアフリーマップ 

・沖縄県内においてバリアフリー情報が簡易に発信できるように、ウェブサイトにおい

て、独自の「沖縄県福祉マーク」が掲載されている。  

・各障害種別に対応したきめ細かな設備や人的対応に関するものが設定されている。 

 

（出典：沖縄県バリアフリーマップ・福祉マップ 

（平成 29 年 3 月 沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課）） 

図 ３-12 沖縄県福祉マーク 
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（２）宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のあり方に関する検討 

 １）作成方針 

宿泊施設や OTA（宿泊予約サイト）等による情報発信の現状や当事者ニーズを踏ま

えて、以下の作成方針に基づいて、統一フォーマット（案）を作成した。 

当事者による利用可否判断のしやすさと、宿泊施設による取組のしやすさの両面を考

慮し、発信すべきバリアフリー情報及びバリア情報を整理する。具体的には、検討事例

を参考として、当事者による利用可否判断がしやすいよう、障害種別ごとに区分して整

理するとともに、宿泊施設による取組が行いやすいよう、「ハード」「ソフト」に区分し

て構成した。 

また、作成するフォーマットについては、当事者や宿泊施設、OTA（宿泊予約サイト）

等に利用してもらうことが重要であることから、それをどのように普及させるかについ

ても留意が必要である。 

 

 

  

【情報発信の内容等に関する現状・課題】

・車いす向け情報はあっても、視覚、聴覚その他の障害に対応した情報は少ないことから、

当事者が利用可否を判断できるような障害種別に応じた十分な量・質の情報が必要

・ハード面については、入口・通路の段差解消や障害対応設備の有無だけでなく、出入口の幅、

ベッド、トイレ、浴室等の実際の寸法に関する情報が必要（バリアフリー情報＋バリア情報）

・ソフト面については、従業員による筆談対応や入浴備品の貸出サービスな人的対応の可否に関する情報が必要

・障害種別に応じて、テキスト、写真、動画等の形式を組み合わせることが必要

【統一フォーマットの作成方針】

○宿泊施設側がハード・ソフト両面の現状を踏まえて、とりうる最善の対応が情報として示せるよう、

障害種別ごとにハード・ソフト両面からセルフチェック可能な構成とする。

○宿泊施設側の過度な負担にならない基礎的な情報内容を中心とし、それ以外の詳細な情報は

当事者からの問い合わせ対応を前提とする。

○ハードについては、設備の有無、高さ・幅等のバリア情報、写真・動画等の補足情報、

ソフトについては人的対応の可否を基礎的な情報とする。

【統一フォーマットの普及】

○普及のため、ピクトグラムなど関連情報の使い方をまとめた冊子や包括的なサイトにより提供することを検討

○宿泊施設のみならず、海外を含めたオンライン系旅行会社や出版社、観光案内所など様々な情報発信主体が

統一フォーマットを利用できるような普及方法を検討(「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル」）
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 ２）宿泊施設や OTA（宿泊予約サイト）の意見、当事者ニーズ 

委員会やヒアリング等を通じて、本検討で明らかとなった、宿泊施設及び OTA（宿

泊予約サイト）の意見および障害当事者のニーズ（再掲）は、以下のとおりである。  

 

表 ３-１１ 宿泊施設のバリアフリー対応に関する宿泊施設、ＯＴＡ（宿泊予約サイト）の意見 

区分 意見 

宿
泊
施
設 

全
般 

・統一フォーマットやピクトグラムが共通で扱えるようになるのは、発信し

やすくなるためありがたい。 

・イギリスの例のように、旅館側も「「車いす」は難しいが手すり対応は可

能」等、障害種別ごとの客室づくりが可能となるチェックシートとなって

ほしい。 

・旅館側として情報発信したい気持ちはあるが、下手に表示すると逆に迷惑

をかけてしまうのではという不安がある。 

・中小の旅館では、個々にいいホームページを作って発信したとして見ても

らえるかという不安がある。一方で、既存の有名サイトでは十分な量を発

信できない。情報を欲している方々にダイレクトに発信できるようなアイ

デアが必要である。 

情
報
内
容 

・ハードの部分が多いため、ソフト対応の部分についても加えてほしい。 

・夜間は、少数で勤務しているため人的対応は難しいという点はご理解いた

だきたい。 

Ｏ
Ｔ
Ａ
（
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
） 

全
般 

・統一フォーマットについて、ハード面の情報を伝えるには文字羅列だけで

は厳しい面もある。図化することも検討した方がよい。 

・ピクトグラムについては、ISO を意識して統一案を出してほしい。宿泊施

設や事業者ごとに異なってしまうと、分かりづらい。「推奨」という形で

もよい。宿泊施設に対して説明やお願いがしやすい。 

・表示すべき必須の情報とそれ以外の望ましい情報をレベル分けした方が、

施設側にとって分かりやすい。それらがピクトグラムと連動している形に

なっているとよい。 

・障害種別のいずれかに対応していればピクトグラムで表示する等、当事者

にとって入口となる情報を表す形がよい。 

・英語の基準もあれば、インバウンド向けにも説明しやすい。  

情
報
内
容 

・家族や同行者による入浴介助が必要な場合もあるので 「貸切風呂がある

かないか」も必要な情報である。また、「ピンクリボンの宿」のネットワ

ークも全国的に広がっているため、「入浴着が使えるかどうか」の情報も

あるとよい。 

・「多言語対応が可能かどうか」、「アレルギー・宗教食」についてもあると

よい。 
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表 ３-１２ 宿泊施設のバリアフリー対応に関する利用者ニーズ（再掲、1/2） 

区分 意見 

視
覚
障
害
者 

全
般 

・WEB を活用できない人も多いため、観光案内所に行くと地域のバリアフ

リー情報が得られる等現地にも情報拠点があることが重要である。 

・バリアフリー旅行相談窓口では、視覚障害者対応はほとんどない。 

・視覚障害者は一般の方が泊まる部屋でも十分であるが、設備等については

宿泊施設によって違うため、統一していただけるとありがたい。 

・最終的にはホテルや観光案内所に聞かないと分からないため、毎回電話で

確認して行程を組んでいる。 

・盲導犬については、ホテルが受け入れていてもその中の飲食店で断られる

ことが多い。 

・当事者が利用することで施設側の対応もレベルアップする。宿泊施設を利

用することを通じて、当事者が自ら発信していくことが大事である。 

情
報
内
容 

・入口までの道順等に関する情報をテキスト形式で提供することや、人的対

応の範囲を明示することは有効である。 

・部屋番号の点字やエレベーターの音声案内等より細かな情報は有効 

・弱視者には動画・写真形式も活用可能 

・「設備対応の有無」に関しては、盲導犬のトイレの有無、音声案内の有無、

弱視の方が見やすい案内表示の有無、リフト付きバス駐車場の有無、大浴

場内の配置図の有無、の５点を追加していただきたい。 

・また、「人的対応の有無」について、主にバイキング等の場合の介助の有

無について、追加いただきたい。 

聴
覚
障
害
者 

全
般 

・バリアフリー旅行相談窓口について、視覚障害者や聴覚障害者についてな

じみが薄いのは確かである。コミュニケーションや情報アクセシビリティ

の点で問題がある。 

・情報アクセシビリティについては、ホテルや学校で推進されているが、観

光分野でもやってもらいたい。  

情
報
内
容 

・時間帯によって出入口がインターフォン対応となる場合や自動チェックイ

ン・アウトの場合等を事前に情報提供することが求められる。 

・客室内テレビの字幕表示の重要性については、改めて強調しておきたい。 

・客室内では、通常のインターフォンでは気が付かないため、呼出し用に「バ

イブレーション装置」や「フラッシュライト」を用意していただきたい。

また、盲導犬と同様に、聴導犬についても併せて配慮をお願いしたい。 

・エレベーター内では、呼出しボタンだけでなく「呼び出しています」とい

うような文字情報があれば安心できる。「エレベーター内の文字情報の有

無」についても追加してほしい。 
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表 ３-１３ 宿泊施設のバリアフリー対応に関する利用者ニーズ（再掲、2/2） 

区分 意見 

視
覚
障
害
者 

情
報
内
容 

・統一フォーマットについて、5 年に 1 回、10 年に 1 回等、情報の更新時

期も考慮していく必要がある。 

・サービスについては、心理的には「あまり高い所には泊まりたくない」と

いう面もあるため、オプションとそうでないものを分けて、情報発信して

いただきたい。 

身
体
障
害
者 

情
報
内
容 

・エレベーターについては、その有無ではなく、障害者優先となっているか

否か、という情報も必要ではないか。 

・入口・通路の段差は、視覚障害者と車いす利用者で、あった方がよい、な

い方がよいと分かれる。視覚障害者向けには、国土交通省では歩道の段差

2cm と決めているはずなので、数値も入れた方がよい。 

・ホテルの朝食はほとんどがバイキングなので、下肢の不自由な方は自分で

取ってこられない。「介助者がいるかどうか」も追加してほしい。 

・「車いす対応トイレの有無」だけではなく、「車いすが入って 360°転回

ができるかどうか」も追加していただけるのか。 

・情報の見せ方が大事である。情報がありすぎると選別できないという弊害

もある。階層別に考えていくことが必要である。最初はピクトグラム、さ

らに詳しい情報は別の階層というように、階層を上手く見せる工夫が必要

である。 

発
達
障
害
者 

全
般 

・旅行の行程や施設の利用方法等、事前に「予習」できることが大切 

 ※慣れない場所だと、不安やパニックになりやすい 

※現地で戸惑うことがないように旅行前に確認できると助かる 

 （飛行機等の搭乗方法、チケットの買い方等）  

情
報
内
容 

・隔絶された空間確保の可否や部屋食の対応可否等の情報が必要。 

・施設等の個別の情報だけでなく、移動やアクセスの情報等、線や面となっ

た情報提供が必要 

※部分やスポット的な情報だけでは迷ってしまう 

・備品としてパーテーションが借りられるか等の情報もあると良い 

※パニックになった時のクールダウン、カームダウンするために必要 

 （落ち着くためのプライベートな小空間をつくる） 

・施設の中やホテルの客室の中でも迷子になることがある 

※口頭や文字情報だけでなく、地図等の視覚的な情報提供が望ましい 

※「案内所」と掲示されていても案内板が多いと情報過多で判断できない

人もいる 
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 ３）統一フォーマット（案）の作成 

検討部会での議論および関係者、当事者の意見等をふまえて、統一フォーマット（案）

を作成した。
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表 ３-１４ 統一フォーマット（案） 

 

 

チェック欄 高さ・幅・数
写真・動画等

（掲載可能な場合に表示）

● 車椅子対応の駐車場 有 ・ 無 （　　　　　　）台

● 建物入口・通路の段差解消法 有 ・ 無 段差高さ（　　　　　　）cm

● 通路・階段手すり 有 ・ 無

● 車椅子対応のエレベーター 有 ・ 無

● 車椅子対応の供用トイレ 有 ・ 無

● 車椅子対応の客室 有 ・ 無 （　　　　　　）室

○ 一般客室で車椅子で出入り可能な入口 有 ・ 無 幅（　　　　　　）cm

○ 一般客室で車椅子で移動可能な客室内スペース 有 ・ 無 幅（　　　　　　）cm

○ 一般客室で車椅子で移動可能なトイレ・浴室 有 ・ 無
幅（　　　　　　）cm

段差高さ（　　　　　　）cm

● 大浴場の更衣室までの段差解消法 有 ・ 無 段差高さ（　　　　　　）cm

● 大浴場の浴槽手すり 有 ・ 無

○ 同行者による入浴介助が可能な貸切風呂 有 ・ 無

● 食事室で車椅子で食事可能なテーブル又は移乗可能な椅子 有 ・ 無

● 車椅子の貸出 可 ・ 否

● 入浴備品（シャワーチェア等）の貸出 可 ・ 否

○ 入浴介助サービス 可 ・ 否

○ バイキングの場合の従業員による介助 可 ・ 否

○ 部屋食の提供 可 ・ 否

○ リフト付きバス駐車場 有 ・ 無

● 主要な経路の誘導用ブロック又は音声案内 有 ・ 無

● 館内案内図の点字表示 有 ・ 無

● 接近して読める大きさ・色・位置の案内図（弱視者） 有 ・ 無

● 通路・階段手すり 有 ・ 無

● エレベーター内の音声案内 有 ・ 無

● エレベーター内の操作盤点字表示 有 ・ 無

● 供用トイレ内の触知図 有 ・ 無

● 客室部屋番号の点字表示又は立体表示 有 ・ 無

● 客室内の非常時音声放送 有 ・ 無

● 大浴場内の触知図 有 ・ 無

○ 同行者による入浴介助が可能な貸切風呂 有 ・ 無

○ 補助犬専用トイレ 有 ・ 無

● 従業員による建物入口までの誘導 可 ・ 否

● 従業員による客室内設備や操作方法の説明 可 ・ 否

○ バイキングの場合の従業員による介助 可 ・ 否

● エレベーター内の行先階表示 有 ・ 無

● エレベーター内の非常時文字表示 有 ・ 無

● 客室内の非常時警報ランプ又はバイブレーション 有 ・ 無

● 字幕対応テレビ・字幕ボタン付きリモコン 有 ・ 無

○ 補助犬専用トイレ 有 ・ 無

● 従業員による手話対応 可 ・ 否

● 従業員による筆談対応 可 ・ 否

● 従業員によるチェックイン・チェックアウト対応 可 ・ 否

● 従業員によるオートロックドア解除 可 ・ 否

内部障害の方 設備の有無 ● オストメイト対応の供用トイレ 有 ・ 無

● 部屋食の提供（発達障害） 可 ・ 否

● パーテション等による隔絶された空間の確保（発達障害） 可 ・ 否

● アレルギー対応食の提供 可 ・ 否

● きざみ食等の提供 可 ・ 否

● 多言語対応 可 ・ 否

● 入浴着の貸出 可 ・ 否

補足情報
バリアフリー対応状況

●：表示すべき情報、○：表示が望ましい情報
障害種別

ピクトグラム

（●項目が「有」の場合

に表示）

下肢障害の方

／車椅子の方

人的対応の可否

設備の有無

人的対応の可否

人的対応の可否

人的対応の可否

聴覚障害の方

その他

設備の有無

設備の有無
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 ４）統一フォーマットを用いた情報発信のあり方の検討 

今後、統一フォーマットを活用した宿泊施設のバリアフリー情報の発信のあり方につ

いて検討を進めるにあたっては、以下の点に留意する必要がある。  

 

①統一フォーマットについては、多くの情報を一度に見せるのではなく、階層分けして

見せることが重要である。 

 

②発信すべき必須情報と望ましい情報の区分を明確にする必要がある。特に、ソフト的

な対応については、宿泊施設が合理的な配慮としてどこまでやるか判断の分かれる部

分でもあることから、改めて、それぞれの立場からの意見を聞きながら精査すること

が重要である。 

 

③ピクトグラムについては、情報発信を効果的に行うために統一フォーマットとの連動

が期待される。 

 

④統一フォーマットを当事者や宿泊施設、OTA（宿泊予約サイト）等に利用してもらう

ため、フォーマットやピクトグラムの使い方をまとめた「宿泊施設におけるバリアフ

リー情報発信のためのマニュアル」を作成し、周知を図ることが重要である。 

 

⑤当事者が必要とする情報を統一フォーマットのみで網羅することは困難であること

から、より詳細な情報については、別途、各宿泊施設のサイトで寸法等を示すことを

促すことが重要である。 

 

⑥当事者による宿泊施設の利用促進を図るためには、統一フォーマットをコミュニケー

ションツールの一つとして、当事者と宿泊施設とが双方向に意思疎通できる機会を確

保することも期待される。 
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観光関係者向け高齢者障害者等に対する接遇マニュアルの４．

作成 

「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」において、観光関係者向けの接遇マニュアル

を作成することが記載されていることを受け、本業務において、宿泊施設関係者、旅行業

者、地域観光関係者（観光協会等）向けの３編の高齢者、障害者等に対する接遇マニュア

ルの作成を行った。 

作成にあたっては、既存の同類のマニュアル、手引き等を参考とする他に、2020 年東

京オリンピック・パラリンピック組織委員会が公表している「アクセシビリティサポート

ガイド基礎編」および経済界協議会が発行している「汎用性のある研修プログラム」を参

考にした。加えて、後述する「接遇マニュアルの作成に係る分科会」、業界団体および障害

者団体等へのヒアリングを行い、各分野の特性を踏まえた接遇の向上につながる構成とな

るよう留意した。 

 

４.１ 既存の各種マニュアルのレビュー 

観光関係者向けの接遇マニュアルの作成にあたり、現場での接遇の場面において参考と

なる内容となるよう、「アクセシビリティサポートガイド基礎編」や「汎用性のある研修プ

ログラム」をはじめ、既存の同類のマニュアル等のレビューを実施した。  

 

表 ４-１ 参考とした既存マニュアルの一覧 

No 名 称 発行時期 発行元 

1 アクセシビリティ サポートガイド基礎編  平成 29 年 3 月  東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 

競技大会組織委員会  

2 「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある  

研修プログラム  

平成 29 年  経済界協議会  

3 「こころのバリアフリー」ガイドブック  平成 27 年 3 月  国土交通省関東運輸局  

4 ハートフル・ツアーハンドブック  平成 26 年 3 月  一社）日本旅行業協会  

5 東京都障害者差別解消法ハンドブック  

～みんなで支え合い、つながる社会をめざして～  

平成 28 年 3 月  東京都福祉保健局  

6 業種別観光バリアフリー対応マニュアル  平成 28 年 3 月  沖縄県文化観光ｽﾎﾟｰﾂ部  

7 逃げるバリアフリーマニュアル  

～観光地における移動・災害弱者に対する避難対応～  

平成 25 年 1 月  沖縄県文化観光ｽﾎﾟｰﾂ部 
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４.２ 接遇マニュアルの作成方針 

４ .１ で整理した既存のマニュアル等を参考に、宿泊施設関係者、旅行業者、地域観光

関係者（観光協会等）向けの３編の接遇マニュアルの作成方針を検討した。  

今年度作成するマニュアルは、観光関係の現場における「接遇」に着目した基礎レベル

のマニュアルとし、ユニバーサルツーリズムの普及促進、高齢者や障害者等が安心して旅

行を楽しむための受入環境の整備を図るため、「障害の理解」、「各業種の現場で求められる 

接遇のポイント」を簡潔にまとめることとした。 

観光関係者が取組み意義を理解するとともに、「接遇」においては、まず「障害を知る」

ことが重要となるため、第１部、第２部は３編共通の内容として整理した。第３部は、関

係団体との協議のもと、業種ごとの接遇のシーンを設定し、それぞれの場面におけるポイ

ントを整理した。 

 

（１）接遇マニュアルの概要 

接遇マニュアルの「対象」および「目的・ねらい」を以下の通り設定し、構成や内容

を検討した。 

表 ４-２ 接遇マニュアルの対象および目的・ねらい 

対 象 ◇ユニバーサルツーリズムの送り手、受け手を担う以下の３つの業種に

係る職員・関係者 

①宿泊施設事業 

②旅行業 

③観光地域（観光協会、観光案内所、観光施設等） 

目 的 ◇ユニバーサルツーリズムの普及促進、高齢者や障害者等が安心して旅

行を楽しむための受入環境の整備を図るため、『障害の理解』、『各業種

の現場で求められる“接遇”のポイント』をまとめたマニュアルを作

成する。 

⇒ 『接遇』に着目した、基礎レベルのマニュアルを想定  

◇作成した『接遇マニュアル』を現場に周知し、人材の育成、対応の強

化につなげる。 

 

  



 

 70 

（２）検討の流れ 

接遇マニュアルは、「ユニバーサルツーリズム促進検討委員会」および「接遇マニュ

アルの作成に係る分科会」において、有識者、業界団体関係者、障害者団体関係者等と

の議論を通じて内容を検討した。 

また、対象とする、宿泊施設、旅行業、観光地域の各現場の現状やユニバーサルツー

リズムに係る受入の課題、障害当事者等のニーズを踏まえ、接遇のポイントを簡潔にま

とめることができるよう、業界団体、障害団体等へのヒアリングを実施し、内容の充実

を図った。 

 

【接遇マニュアル作成に向けた検討の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1 回 

ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 

＊接遇マニュアルの作成方針の確認 

＊各種接遇マニュアルの確認・承認 

＊現場での今後の活用方策の検討 

第 1 回 

接遇マニュアルの作成に係る分科会 

＊接遇マニュアルの構成・内容に係る議論 

障害者団体等へのヒアリング 

≪対象団体≫ 

DPI 日本会議、日本身体障害者団体連合会、 

日本盲人会連合、全日本ろうあ連盟、 

日本発達障害ﾈｯﾄﾜｰｸ、日本補助犬情報ｾﾝﾀｰ 

第 2 回 

接遇マニュアルの作成に係る分科会 

＊接遇マニュアルの内容、今後の活用方法に係る議論 

第 2 回 

ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 
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（３）接遇マニュアルの構成 

接遇マニュアルは、前述のとおり 3 部構成とし、第１部および第２部は、ユニバーサ

ルツーリズムの取組み促進、接遇向上のポイントとなる基本的な事項を３編共通の内容

として整理した。第 3 部に関しては、業種ごとの接遇のシーンを設定し、それぞれの場

面におけるポイントを整理する構成とした。  

 

表 ４-３ 接遇マニュアルの構成 

項 目 内 容 

接遇マニュアルの 

発行にあたり 

作成の背景、対象、マニュアルの構成、活用方法等  

第１部 

ユニバーサルツーリ 

ズムの必要性 

１．マーケットの広がり 

２．バリアとは？ 

３．接遇とは？ 

第２部 

障害を知る 

１．障害の種別 

２．肢体不自由／車いす使用 

３．視覚障害 

４．聴覚障害・言語障害 

５．知的障害・発達障害・精神障害 

６．内部障害・難病・慢性疾患 

７．加齢に伴う障害 

８．その他配慮が必要な方 

コラム：身体障害者補助犬について 

第３部 

シーンごとの対応の 

ポイント 

１．接遇の基本（3 編共通） 

２．シーンごとの接遇のポイント 

（１）宿泊施設編 

シーン①：情報提供・問合せ ／ シーン②：チェックイン 

シーン③：設備や客室の案内・誘導 ／ シーン④：食事 

シーン⑤：緊急時・非常時の対応 

（２）旅行業編 

シーン①：情報提供 ／ シーン②：申込み・相談 

シーン③：ツアー催行時 ／ シーン④：緊急時・非常時の対応 

（３）観光地域編 

シーン①：情報提供 ／ シーン②：相談・問合せ 

シーン③：施設における対応時 

シーン④：観光ガイドによる案内時 

シーン⑤：緊急時・非常時の対応 

参考資料 ＊参考となる関連資料、既存マニュアル等の紹介  

  



 

 72 

４.３ 接遇マニュアルの作成 

４ .２ の検討結果をもとに、宿泊施設編、旅行業編、観光地域編の 3 編の接遇マニュア

ルを作成した。「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」に示されているとおり、接遇マ

ニュアルは作成するだけでなく、観光関係の現場に周知・浸透を図り積極的に活用してい

くことが重要である。そのため、分科会において本マニュアルの今後の活用方法に関する

議論を実施した。 

 

（１）障害者団体へのヒアリングの実施 

接遇マニュアルの作成にあたり、委員会および別途開催する情報部会に委員として参

画している障害者団体等を中心に、観光関係の現場において求める接遇のニーズ、ポイ

ント等を収集することを目的として、ヒアリングを実施した。  

 

表 ４-４ ヒアリング対象および実施スケジュール 

No ヒアリング対象団体 日時 出席者 

1 日本発達障害ネットワーク 平成 30 年 2 月 22 日（木） 

10:00～12:00 

橋口 亜希子 

（事務局長） 

2 日本身体障害者団体連合会 平成 30 年 2 月 22 日（木） 

14:30～16:00 

佐藤 加奈 

（企画調整係長） 

3 日本補助犬情報センター 平成 30 年 2 月 26 日（月） 

15:00～17:00 

橋爪 智子 

（専務理事兼事務局長） 

4 全日本ろうあ連盟 平成 30 年 2 月 27 日（火） 

10:00～11:30 

瀬川 奈美（主任） 

中村 彩香 

5 日本盲人会連合 平成 30 年 2 月 27 日（火） 

13:30～15:00 

三宅 隆（情報部長） 

遠藤 剛 

6 DPI 日本会議 平成 30 年 2 月 28 日（水） 

14:00～16:00 

山嵜 涼子、鷺原 由佳 

西田 えみ子、笠柳 大輔 

 

【ヒアリングにおいて把握した主な意見（１／２）】 

①全般、障害の特性 

・障害のある方は、特別な対応を求めているのではなく、ひとりの旅行者として適

切な対応を求めており、取組みへのハードルが高くならないように留意が必要。  

・同行者すべてが介助者だという誤解がある。家族や友人と旅行することがあるこ

とを理解してほしい。 

・「身体機能」ではなく「心身機能」が正しい（知的、発達、精神等も含まれる）。  

・筆談時には、「要点を絞って簡潔に伝える」ことがポイントとなる。  

・精神障害の特性として、臨機応変な対応やイレギュラーな事象への対応が難しい

ことを示してほしい。 

・難病には、5,000～7,000 種類あるといわれており、多様性を伝えることが大切。 

・育児中の障害のある方がいることも記載が必要。 
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【ヒアリングにおいて把握した主な意見（２／２）】 

②シーンごとの接遇のポイント 

・発達障害の方にとって、旅行先の情報を予習できることが大切である。  

・発達障害の方は、位置や方向を判断することが難しい方もいるため、地図等の視

覚的に判断できる情報媒体があると良い。  

・内部障害や難病の方の中には、医療機関の情報を必要とする方もいる。地域の情

報のひとつに医療機関の情報が含まれると良い。  

・発達障害の方のクールダウン・カームダウンのための空間づくりに必要となるパ

ーテーションを宿泊施設等で借りることができると良い。  

・聴覚障害の方との電話でのコミュニケーションを支援するサービスがあり、観光

関係者にも周知を図りたい（通訳を介して連絡が可能な電話リレーサービス）。  

・支援が必要かを確認するだけでなく、必要な支援の内容も事前に確認してもらえ

ると双方にとって円滑な対応につながる（視覚障害の方等）。 

・障害のある方は、介助が必要なため入浴に時間がかかってしまう。家族風呂の優

先的な予約、通常の時間よりも長めの予約ができると安心して入浴できる。  

・大浴場を使用する際等の補助犬の待機方法は、使用者との事前の確認が重要。  

⇒ 施設側に預かり義務はなく、管理責任者である使用者と対応を相談する  

・フロントへの連絡方法の確認は宿泊時に大切なポイントとなる。連絡方法の事前

の確認、気軽に問合せできる雰囲気づくりによって、安心した利用につながる。  

・聴覚障害の方にとって、テレビは重要な情報源のひとつである。字幕方法への切

り替えが可能なリモコンの配備、閲覧方法の確認が必要。  

・バイキング形式の食事の場合は、迷ったり逆走したりしないようにシンプルな動

線、空間づくりが重要（弱視の方、知的障害・発達障害の方等）。 

・内部障害や難病の方は食事に気を使っている方もいるため、食事に成分表示やア

レルギー表示があると良い。 

・ツアーへの参加を断られてしまうことを避けるため、障害があることを事前に申

請しない方がいる。障害がある方も受入可能なことが明示されると参加しやすく

なる。 

・観光地や観光施設において、どこに行けば情報を得られるかが分からない方がい

る。案内所等の場所を事前に確認できるとよい。 

⇒ 案内サインや掲示が多いと情報過多になり判断が難しい（発達障害等） 

・案内や誘導をする際は、障害のある方の歩行や移動の速度に合わせて対応するこ

とが望ましい。 

・知的障害や発達障害のある方は、親がトイレに同行することがある。当事者が成

人している場合や異性介助となる場合は、周囲の視線が気になるため、安心して

利用できるような配慮や心づかいがあると良い。 
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（２）接遇マニュアルのとりまとめ 

ここまでの検討結果をもとに、宿泊施設編、旅行業編、観光地域編の 3 編の接遇マニ

ュアルをとりまとめた。接遇マニュアルの内容と作成イメージを以下に示す。  

 

【表紙・発行にあたり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1 部：ユニバーサルツーリズムの必要性】 

◇マーケットの規模、ユニバーサルツーリズムに取り組む意義・メリット  

◇4 つのバリアの解説、社会モデルの解説 

◇接遇の心構えとポイントの解説 
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【第 2 部：障害を知る】 

◇障害理解のポイント、障害種別の一例 

◇障害の特性、日常生活で感じる不安、コミュニケーションの基本（障害毎に整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3 部：シーンごとの対応のポイント】 

◇接遇の基本となる 4 つのポイント 

◇シーンごとの接遇のポイント、留意すべき事項  等 
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検討会の設置 ５．

第 2 章～第 4 章の検討にあたっては、有識者、障害当事者、業界団体等により構成され

る会議体を検討項目ごとに設置し、各会議での議論をもとにとりまとめを実施した。  

今年度は、以下に示すとおり、「ユニバーサルツーリズム促進検討委員会」と、検討委

員会の下部組織となり具体的な議論を行う場として「接遇マニュアル作成に係る分科会」

を業種ごとに組成した。また、検討委員会から独立した検討の場として「宿泊施設の情報

発信に係る検討部会」を組成し、本検討部会での議論は検討委員会において報告する形と

した。 

業務の最後に今年度の検討成果の報告の場としてセミナーを開催し、障害当事者、旅行

業者、観光協会・自治体職員等への周知と取組み機運の醸成を図った。  

 

 

 

 

図 ５-１ 検討の実施体制 

 

  

ユニバーサルツーリズム促進検討委員会

【検討事項】①接遇マニュアルの作成と普及方法の検討
②観光案内所への機能付加に関する検討

（③宿泊施設の情報発信のあり方検討の報告）

【参 加 者】 有識者、障害者団体
【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 宿泊事業者団体、日本観光振興協会、

全国旅行業協会、日本旅行業協会
内閣官房オリパラ推進室、厚生労働省、
国土交通省総合政策局

宿泊施設の情報発信に係る検討部会

【検討事項】宿泊施設の情報発信のあり方検討
・宿泊施設のバリアフリー情報の課題の整理
・宿泊施設のバリアフリー評価制度の活用方策
・今後の宿泊施設のバリアフリー情報の統一基準

の検討 等

【参 加 者】 有識者、障害者団体
宿泊事業者団体
宿泊予約サイト運営事業者等

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 国土交通省総合政策局、住宅局

報告

接遇マニュアル作成に係る宿泊施設分科会

【検討事項】

宿泊施設を対象とした接遇マニュアル作成お
よび活用方策に向けた検討

【参 加 者】

有識者、宿泊事業者団体

接遇マニュアル作成に係る観光地域分科会

【検討事項】

自治体・観光協会等を対象とした接遇マニュ
アル作成および活用方策に向けた検討

【参 加 者】

有識者、日本観光振興協会、自治体

接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会

【検討事項】

旅行会社等を対象とした接遇マニュアル作成
および活用方策に向けた検討

【参 加 者】

有識者、全国旅行業協会、日本旅行業協会

合同開催
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表 ５-１ 検討会の実施概要 

会議名 検討事項 開催日時 

ユニバーサルツーリズム 

促進検討委員会 

◇接遇マニュアルの作成と普及

方法の検討 

◇観光案内所へのバリアフリー

旅行相談窓口機能付加に関す

る検討 

◇宿泊施設の情報発信のあり方

検討の報告 

■第 1 回 

平成 30 年 1 月 26 日（金） 

17:30～19:30 

■第 2 回 

平成 30 年 3 月 14 日（水）

10:00～12:00 

接遇マニュアル作成に係る 

宿泊施設分科会 

◇宿泊施設を対象とした接遇マ

ニュアル作成および活用方策

に向けた検討 

■第 1 回 

平成 30 年 2 月 1 日（木） 

13:00～15:00 

■第 2 回 

平成 30 年 3 月 6 日（火） 

10:00～12:00 

接遇マニュアル作成に係る 

旅行業分科会※ 

◇旅行業、観光地域（観光協会・

観光施設等）を対象とした接遇

マニュアル作成および活用方

策に向けた検討 

■第 1 回 

平成 30 年 2 月 5 日（月） 

14:00～16:00 

接遇マニュアル作成に係る 

観光地域分科会※ 

■第 2 回 

平成 30 年 3 月 6 日（火） 

14:00～16:00 

宿泊施設の情報発信に係る 

検討部会 

◇宿泊施設の情報発信のあり方

に関する検討 

＊宿泊施設のバリアフリー情

報の課題の整理 

＊宿泊施設のバリアフリー評

価制度の活用方策 

＊今後の宿泊施設のバリアフ

リー情報の統一基準の検討 

■第 1 回 

平成 30 年 1 月 30 日（火） 

10:00～12:00 

■第 2 回 

平成 30 年 3 月 2 日（金） 

10:00～12:00 

※「接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会」と「接遇マニュアル作成に係る観光地域分科会」

は、検討事項の関連性が高いと考えられるため、合同での開催とした。 

 

 

次頁以降に、各検討会の開催概要および議事要旨を示す。  
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５.１ ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 

今年度開催した「ユニバーサルツーリズム促進検討委員会」の概要を以下に示す。 

 

５.１.１ 第１回委員会 

（１）開催概要 

表 ５-２ 第１回 ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 開催概要（１／２） 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 1 月 26 日（金）17:30～19:30 

開催場所 トラストシティカンファレンス・丸の内 Room1 

出 席 者 【委員長】 

秋山 哲男 

【委員】 

稲垣 具志 

親川 修 

 

岸田 ひろ実（欠席） 

久保田 美穂子 

小西 慶一（欠席） 

中村 元 

 

橋口 亜希子 

山崎 泰広 

山嵜 涼子 

【オブザーバー】 

天野 啓史 

有野 一馬（欠席） 

若井 茂（代理） 

井出 泰済（欠席） 

 

市川 正（代理） 

岩井 美晴 

 

岩佐 英美子 

粉川 季雄 

原 優二 

 

原 宙宏 

 

加藤 邦司 

川瀬 政樹 

 

中央大学研究開発機構 教授 

 

日本大学理工学部交通システム工学科 助教 

NPO 法人バリアフリーネットワーク会議 理事長 

NPO 法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク 副理事長  

一社）日本ユニバーサルマナー協会 理事 

亜細亜大学経営学部ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 准教授 

福）日本身体障害者団体連合会 副会長 

NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構 理事長 

NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター  理事長 

一社）日本発達障害ネットワーク 事務局長 

株式会社アクセスインターナショナル  代表取締役会長  

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

 

公社）日本観光振興協会 常務理事 

一社）全国旅行業協会 専務理事 

一社）全国旅行業協会 事務局長 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰ部会地区委員  

株式会社富士レークホテル 代表取締役社長 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  事務局長 

一社）日本旅館協会 常務理事 

株式会社奥城崎シーサイドホテル 代表取締役社長 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

一社）日本旅行業協会  理事、障害者差別解消法特別委員会  委員長  

株式会社風の旅行社 代表取締役 

内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部  

参事官補佐  

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 課長補佐 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 主査 
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表 ５-３ 第１回 ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 開催概要（２／２） 

項目 内容 

議事次第 １．開  会 

２．挨  拶 

３．委員紹介 

４．観光庁の関連施策 

５．今年度の検討内容について 

６．各種接遇マニュアルの作成方針について  

７．観光案内所への機能付加のあり方に関する検討について 

８．意見交換 

９．その他 

１０．今後のスケジュール等について 

１１．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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（２）議事要旨 

①各種接遇マニュアルの作成方針について 

○事業者が取組みやすくするために、ユニバーサルツーリズムが市場として成り立つ

ことを示すべきではないか。 

○知的・精神・発達障害等の見た目ではわからない障害のある方への対応、補助犬使

用者の方への対応等、多様な障害・ニーズをわかりやすく、シンプルにまとめてい

くことが重要。 

○各事業の現場で役立つ、対応のポイントや工夫等の例を示し、伝えることができる

と分かりやすくなるのではないか。 

○まずは入り口として取組みやすいよう基礎的な内容を取りまとめたものを作成し、

徐々に書き足していくとよいのではないか。  

 

⇒ 多様な障害に対する内容を分かりやすく、シンプルにまとめていくことが重要。  

⇒ まずは基礎的な内容をとりまとめたものを作成し、徐々に書き足していくとよい

のではないか。 

 

②観光案内所への機能付加のあり方に関する検討について 

○土地勘のない地域に行く場合、地域の当事者からの情報が有益で安心にもつながる。 

○健常者と異なる移動ルートとなることがある。また、多少、快適性が劣っても利用

できるルート等もあるため、自己判断できる情報提供をしてほしい。  

○移動に不便を感じるという点では、妊産婦、乳幼児連れ、ベビーカー、外国人も対

象に入れて検討するとよいのではないか。  

○観光案内所の組織の作り方（公と民のバランス）によって、事業者との調整のしや

すさ、守備範囲や制約等も異なってくるので検討が必要。 

 

⇒組織の作りかた、官と民の役割分担について整理する必要がある。  

⇒多様な対象者の想定と、バリアの取り除き方について検討が必要。  

 

③その他 

○検討委員会は第 2 回までとするが、3 月下旬に観光関係者に向けたセミナーを開催

し、接遇マニュアルの作成報告等を行うことを承認いただいた。  
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５.１.２ 第２回委員会 

（１）開催概要 

表 ５-４ 第２回 ユニバーサルツーリズム促進検討委員会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 3 月 14 日（水）10:00～12:00 

開催場所 中央合同庁舎 3 号館 11 階特別会議室 

出 席 者 【委員長】 

秋山 哲男 

【委員】 

稲垣 具志 

親川 修 

 

岸田 ひろ実 

久保田 美穂子 

小西 慶一 

中村 元 

 

橋口 亜希子 

山崎 泰広 

山嵜 涼子 

【オブザーバー】 

天野 啓史 

有野 一馬（欠席） 

井出 泰済 

 

岩井 美晴 

 

岩佐 英美子（欠席） 

粉川 季雄（欠席） 

原 優二 

 

栗田 信行（代理） 

 

加藤 邦司 

川瀬 政樹 

 

中央大学研究開発機構 教授 

 

日本大学理工学部交通システム工学科 助教 

NPO 法人バリアフリーネットワーク会議 理事長 

NPO 法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク 副理事長  

一社）日本ユニバーサルマナー協会 理事 

亜細亜大学経営学部ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 准教授 

福）日本身体障害者団体連合会 副会長 

NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構 理事長 

NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター  理事長 

一社）日本発達障害ネットワーク 事務局長 

株式会社アクセスインターナショナル  代表取締役会長  

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

 

公社）日本観光振興協会 常務理事 

一社）全国旅行業協会 専務理事 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰ部会地区委員  

株式会社富士レークホテル 代表取締役社長 

一社）日本旅館協会 常務理事 

株式会社奥城崎シーサイドホテル 代表取締役社長 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

一社）日本旅行業協会  理事、障害者差別解消法特別委員会  委員長  

株式会社風の旅行社 代表取締役 

内閣官房  東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部  

参事官補佐 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 課長補佐 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 主査 

議事次第 １．開  会 

２．観光庁の関連施策 

３．第 1 回会合検討事項 

４．接遇マニュアルについて 

５．観光案内所への機能付加のあり方について  

６．閉  会 
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≪会議の様子≫ 

  
 

（２）議事要旨 

①接遇マニュアルについて 

○外出先や旅行先で、同伴者は介助者だと誤解されてしまうことが多い。家族や友人

と一緒に旅行を楽しむこともあることを、本マニュアルの中で事業者に伝え理解を

深めることが大切。 

⇒ 障害のある方も健常の方と同じひとりのお客様ということを理解することが対

応の原点 

○取組みの必要性を示すのであれば、社会情勢の変化から必要性を伝えるのではなく、

マーケットの視点から伝える方が効果的だと考える。  

○障害のある方は特別な対応をしてもらいたいわけではない。ひとりのお客様として

適切に対応することが大切。 

⇒ わからなければご本人に聞く、歩み寄る等、コミュニケーションが重要 

○取組みへの意識のハードルを下げ、現場の意欲を高める記載を追記できるとよい。  

○本マニュアルをしっかりと現場に周知し、活用していくための仕組みが重要。 

 

②観光案内所への機能付加のあり方について 

○既存の観光案内所の機能をバリアフリー旅行相談窓口のレベルまで引き上げていく

ためには、障害への理解を深めていくことが必要。  

○既存の観光案内所は予算があり継続的な運営が期待できる中で、どのように機能を

増やしていくか、その視点での課題を整理できるとよい。  

○機能付加にあたっては、地域の情報をいかに収集していくかが一番のポイントとな

る。観光部局だけでなく福祉部局とも連携していくことができるよう、最初の体制

づくりが重要。 

○ユニバーサルツーリズムの促進に向けては、障害のある方が健常の方と同じスター

トを切ることができる環境をいかに整えていくことが重要。  

 

③その他 

○“接遇マニュアルの内容” および “観光案内所への機能付加のあり方に関する検

討”について、委員会での意見をふまえ、本検討会を最終とし、今後委員長一任の

もと成果を公表することで承認いただいた。  
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５.２ 接遇マニュアル作成に係る宿泊施設分科会 

今年度開催した「接遇マニュアル作成に係る宿泊施設分科会」の概要を以下に示す。 

 

５.２.１ 第１回宿泊分科会 

（１）開催概要 

表 ５-５ 第１回 接遇マニュアル作成に係る宿泊施設分科会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 2 月 1 日（木）13:00～15:00 

開催場所 経済産業省別館 234 会議室 

出 席 者 【分科会長】 

久保田 美穂子 

【構成員】 

岩佐 英美子 

門倉 良樹 

神田 裕幸 

岸田 ひろ実 

粉川 季雄 

 

亜細亜大学経営学部ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 准教授 

 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  

一社）日本旅館協会 事務局長 

一社）日本ユニバーサルマナー協会 理事 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

議事次第 １．開  会 

２．挨  拶 

３．構成員紹介 

４．第 1 回ユニバーサルツーリズム促進検討委員会結果報告  

５．接遇マニュアルの作成方針について  

６．接遇マニュアルの構成および内容について  

７．意見交換 

８．その他 

９．今後のスケジュール等について 

１０．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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（２）議事要旨 

○従業員向けのマニュアルということで、現場への浸透を考慮すると全体のボリュー

ムに留意し基礎的な内容が簡潔にまとまると良い。 

○宿泊施設の形態や規模によって、提供するサービスや接遇の内容が異なるため、あ

らゆる形態を想定し内容を検討する必要がある。 

○宿泊施設利用時の困りごととして、情報の入手や確認が挙げられる。事前の問合せ

対応は施設を利用できるかを判断するために重要なポイントとなる。  

○「障害者や高齢者はこのようなことに困っているから、このように対応していこう」

といった気づきにつながるマニュアルにしていきたい。  

○補助犬の受入に関して周知を図っているが、まだまだ理解が浸透していない面があ

る。本マニュアルが現場の理解促進につながると良い。  

○全ての宿泊客に平等に対応するためには理解を深めることが大切であり、本マニュ

アルは必要だと考える。現場でのしっかりとした教育が重要である。  
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５.２.２ 第２回宿泊分科会 

（１）開催概要 

表 ５-６ 第２回 接遇マニュアル作成に係る宿泊施設分科会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 3 月 6 日（火）10:00～12:00 

開催場所 経済産業省別館 225 会議室 

出 席 者 【分科会長】 

久保田 美穂子 

【構成員】 

岩佐 英美子（欠席） 

橋本 広臣（代理） 

門倉 良樹 

神田 裕幸 

岸田 ひろ実（欠席） 

粉川 季雄 

 

亜細亜大学経営学部ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 准教授 

 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

一社）日本ホテル協会 参事 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  

一社）日本旅館協会 事務局長 

一社）日本ユニバーサルマナー協会 理事 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

議事次第 １．開  会 

２．接遇マニュアル［宿泊施設編］について  

３．接遇マニュアルの活用について 

４．その他 

５．今後のスケジュール等について 

６．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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（２）議事要旨 

○バリアフリールームがない施設においても接遇により受入れることができること、

対応の必要性が高まっていることの啓発に本マニュアルがつながると良い。  

○現場の職員は、障害当事者と触れ合う機会が少ないため、障害当事者が参加する研

修は、現場の理解促進を図る上でとても重要である。  

○現場の意識を高めるため、従業員が集まる研修を開催していく必要がある。  

○ホテルチェーンの場合、本部に周知を図り、チェーン全体の取組みに向けた意識を

高めることが重要である。 

○本マニュアルの今後の活用方法について以下のような意見があった。  

・業界団体の総会の場で本接遇マニュアルを案内 

・本マニュアルが公開される HP の情報を、メーリングリスト等を通じて配信 

・業界団体が主催する研修において本接遇マニュアルをテキストとして活用 

・本接遇マニュアルを参考に、会員向けのマニュアルを別途作成  
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５.３ 接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会・観光地域分科会 

今年度開催した「接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会・観光地域分科会」の概要を

以下に示す。 

 

５.３.１ 第１回旅行業分科会・観光地域分科会 

（１）開催概要 

表 ５-７ 第１回 接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会・観光地域分科会  開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 2 月 5 日（月）14:00～16:00 

開催場所 経済産業省別館 225 号会議室 

出 席 者 【分科会長】 

稲垣 具志 

【構成員】 

石川 淳 

北島 哲也 

 

田島 茂行 

田中 穂積 

 

藤田 典弘 

山崎 泰広 

 

日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 

 

浜松市市民部次長、ユニバーサル社会・男女共同参画推進課長  

公社）日本観光振興協会 事業推進本部 

観光地域づくり・人材育成担当部長 

一社）長瀞町観光協会 事務局長 

一社）日本旅行業協会 障害者差別解消法特別委員会 副委員長 

ANA セールス株式会社 CS 推進室ツアーアシスト課 課長 

一社）全国旅行業協会 経営調査部長 

株式会社アクセスインターナショナル 代表取締役会長 

議事次第 １．開  会 

２．挨  拶 

３．構成員紹介 

４．第 1 回ユニバーサルツーリズム促進検討委員会結果報告  

５．接遇マニュアルの作成方針について  

６．接遇マニュアルの構成および内容について  

７．意見交換 

８．その他 

９．今後のスケジュール等について 

１０．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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（２）議事要旨 

○現場で役立つマニュアルとするためには、「障害の理解」がポイントである。障害の

特性を詳細まで記載する必要はないが、どのような方がいるのかという点を発信す

ることが重要である。 

○障害者というと重度の方のイメージを持ちやすいため、できないことばかりでなく、

できることを示すことも重要である。 

○利用者本人の状態を事前にしっかりと確認することは重要であり、失礼なことでは

ない。その点をマニュアルに示し、少しでも現場で確認しやすくなるとよい。  

○障害の状況等を確認する際には、ある程度の理解や経験が必要である。そのため、

本マニュアルの第２部に記載する内容の充実がポイントとなる。  

○本マニュアルをどのように現場に展開していくかを考えていく必要がある。  
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５.３.２ 第２回旅行業分科会・観光地域分科会 

（１）開催概要 

表 ５-８ 第２回 接遇マニュアル作成に係る旅行業分科会・観光地域分科会  開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 3 月 6 日（火）14:00～16:00 

開催場所 経済産業省別館 225 号会議室 

出 席 者 【分科会長】 

稲垣 具志 

【構成員】 

石川 淳 

北島 哲也 

 

田島 茂行 

田中 穂積 

 

藤田 典弘（欠席） 

山崎 泰広（欠席） 

 

日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 

 

浜松市市民部次長、ユニバーサル社会・男女共同参画推進課長  

公社）日本観光振興協会 事業推進本部 

観光地域づくり・人材育成担当部長 

一社）長瀞町観光協会 事務局長 

一社）日本旅行業協会 障害者差別解消法特別委員会  副委員長 

ANA セールス株式会社 CS 推進室ツアーアシスト課  課長 

一社）全国旅行業協会 経営調査部長 

株式会社アクセスインターナショナル 代表取締役会長 

議事次第 １．開  会 

２．接遇マニュアル［旅行業編／観光地域編］について  

３．接遇マニュアルの活用について 

４．その他 

５．今後のスケジュール等について 

６．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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（２）議事要旨 

○高齢者や障害者等のニーズを知り、接遇を実践するためのテキストとして本マニュ

アルを現場で活用していくことが望ましい。  

○ハード面の整備をカバーする接遇という点の理解を、本マニュアルを通じて現場に

伝えられると良い。 

○地域で高齢者や障害者の受入を図っていくためには、本マニュアルに記載されてい

る「接遇の心構え・ポイント」を実践していくことが大切である。様々な場面で本

マニュアルを活用し地域に広めていきたい。 

○現場で本マニュアルを活用する中で、新たな課題がみえてくることがある。これら

の課題をもとに見直し等の継続的な取組みを推進していくことが望ましい。  

○本マニュアルの今後の活用方法について以下のような意見があった。  

・全国で開催するセミナーのテキストとして本マニュアルを活用 

・協会の会報や HP を通じて、本マニュアルを周知 

・地域関係者が集まる学びの場で、本マニュアルをテキストとして活用 

・地域の観光事業者に本マニュアルを配布 
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５.４ 宿泊施設の情報発信に係る検討部会 

今年度開催した「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」の概要を以下に示す。 

 

５.４.１ 第１回検討部会 

（１）開催概要 

表 ５-９ 第１回 宿泊施設の情報発信に係る検討部会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 1 月 30 日（火）10:00～12:00 

開催場所 全日通労働組合会議室 8 階大会議室 C 

出 席 者 【部会長】 

髙橋 儀平 

【委員】 

秋元 智広 

浅香 博文 

市川 正 

岩佐 英美子 

岩﨑 満男 

神田 裕幸 

粉川 季雄 

齋藤 修 

白木 信彦 

 

関 裕之 

 

橋井 正喜（欠席） 

三宅 隆（代理） 

廣田 喜春 

山崎 まゆみ 

【オブザーバー】 

花森 剛（代理） 

森岡 信人 

 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科  教授 

 

楽天株式会社トラベル事業品質管理室 オフィスマネージャー  

福）日本身体障害者団体連合会 理事 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  事務局長 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

日本パラリンピアンズ協会 理事 

一社）日本旅館協会 事務局長 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

株式会社昭文社 出版事業本部 出版制作事業部 

旅行書編集グループ長 

株式会社 JTB グループ本社国内事業本部 

全社ユニバーサルツーリズム担当マネージャー 

福）日本盲人会連合 常務理事 

福）日本盲人会連合 情報部長 

一社）全日本ろうあ連盟 理事 

跡見学園女子大学 兼任講師 

 

国土交通省 住宅局 建築指導課 係長 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長補佐 

議事次第 １．開  会 

２．挨  拶 

３．委員紹介 

４．国の関連施策 

５．宿泊施設の情報発信の現状と課題認識  

６．意見交換 

７．その他 

８．今後のスケジュール等について 

９．閉  会 
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≪会議の様子≫ 

  
 

（２）議事要旨 

○視覚障害者に対して、入口までの道順等に関する情報をテキスト形式で提供するこ

とや人的対応の範囲を明示することは有効である。  

○聴覚障害者に対して、時間帯によって出入口がインターフォン対応となる場合や自

動チェックイン・アウトの場合等を事前に情報提供することが求められる。  

○UD ルームの基準を把握していない宿泊事業者もいるため、バリアを含めた詳細の

情報をお願いすると、正確な情報が提供されるのではないか。  

○外国人旅行者に対応するため、情報提供の項目や表現方法について海外の宿泊予約

サイト等を参考にするべき。 

○観光案内所に行くと地域のバリアフリー情報が得られる等現地にも情報拠点がある

ことが重要である。 
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５.４.２ 第２回検討部会 

（１）開催概要 

表 ５-１０ 第２回 宿泊施設の情報発信に係る検討部会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 3 月 2 日（金）10:00～12:00 

開催場所 中央合同庁舎 3 号館 11 階特別会議室 

出 席 者 【部会長】 

髙橋 儀平 

【委員】 

秋元 智広 

浅香 博文（欠席） 

飯塚 善明（代理） 

市川 正 

岩佐 英美子（欠席） 

岩﨑 満男 

神田 裕幸 

粉川 季雄 

齋藤 修 

白木 信彦 

 

関 裕之 

 

橋井 正喜 

廣田 喜春 

山崎 まゆみ 

【オブザーバー】 

藤原 健二 

森岡 信人 

 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科  教授 

 

楽天株式会社トラベル事業品質管理室 オフィスマネージャー  

福）日本身体障害者団体連合会 理事 

福）日本身体障害者団体連合会 常務理事兼事務局長 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  事務局長 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

日本パラリンピアンズ協会 理事 

一社）日本旅館協会 事務局長 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

株式会社昭文社 出版事業本部 出版制作事業部 

旅行書編集グループ長 

株式会社 JTB グループ本社国内事業本部 

全社ユニバーサルツーリズム担当マネージャー 

福）日本盲人会連合 常務理事 

一社）全日本ろうあ連盟 理事 

跡見学園女子大学 兼任講師 

 

国土交通省 住宅局 建築指導課 企画専門官 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長補佐 

議事次第 １．開  会 

２．挨  拶 

３．委員紹介 

４．国の関連施策 

５．宿泊施設の情報発信の現状と課題認識  

６．意見交換 

７．その他 

８．今後のスケジュール等について 

９．閉  会 

 

  



 

 94 

 

≪会議の様子≫ 

  
 

（２）議事要旨 

○情報がありすぎると選別できないという弊害もある。最初はピクトグラム、さらに

詳しい情報は別の階層というように、階層を上手く見せる工夫が必要である。  

○表示すべき必須の情報とそれ以外の望ましい情報をレベル分けした方が、施設側に

とって分かりやすい。それらがピクトグラムと連動している形になっているとよい。 

○障害種別のいずれかに対応していればピクトグラムで表示する等、当事者にとって

入口となる情報を表す形がよい。 

○施設側も「車いすは難しいが、手すり対応は可能」等、障害種別ごとの客室づくり

が可能となるチェックシートとなっているとよい。  

○当事者が利用することで施設側の対応もレベルアップする。宿泊施設を利用するこ

とを通じて、当事者が自ら発信していくことも大事である。 
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５.５ セミナーの開催 

今年度の検討成果を障害当事者や旅行業者、観光協会・自治体職員等の関係者に広く周

知し、ユニバーサルツーリズムへの取組み機運の醸成を図ることを目的としてセミナーを

開催した。 

 

５.５.１ セミナーの開催概要 

今年度開催したセミナーの開催概要およびプログラムを以下に示す。  

本セミナーの開催にあたり、幅広い関係者の参加を促すため、プレスリリースを実施す

るとともに、申込み用の専用 WEB ページを構築し、各種媒体を通じた積極的な PR を展

開した。 

 

（１）開催概要 

セミナーには、障害当事者、旅行業者等の民間事業者、観光協会・自治体職員等の観

光関係者等、合計 166 名の参加があった。 

 

表 ５-１１セミナーの開催概要 

項 目 内 容 

目的 本業務にて作成した観光関係者向けの接遇マニュアル、および、地域の

バリアフリー旅行相談窓口の機能向上を目的とした議論についての報告

と、「心のバリアフリー」の実践に向けた観光関係者の機運の向上を目的

とする。 

日時 平成 30 年 3 月 22 日（木）14:00～17:00 

場所 TKP 御茶ノ水カンファレンスセンター ホール 2F 

（東京都千代田区神田駿河台 4-3 新お茶の水ビルディング） 

申込み方法 インターネットからの申込み ※専用 WEB ページにて受付 

実施機関 主催：観光庁  

事務局：（株）オリエンタルコンサルタンツ 

参加者数 166 名（事前申し込み 205 名、当日参加 7 名）※うち記者 5 名 

⇒障害当事者、旅行業者等の民間事業者、観光協会・自治体職員  等 
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（２）セミナープログラム 

セミナーでは、観光庁からの今年度事業の報告に加え、講師として招聘した中村氏、

山崎氏、マセソン氏の講演、田村氏によるバリアフリーインバウンドに関する報告を実

施した。セミナーの最後には、登壇いただいた中村氏、山崎氏、マセソン氏によるトー

クセッションを実施することで会場とのコミュニケーションを図り、今後の関係者の取

組み意識の向上に努めた。 

今年度実施したセミナーのプログラムを以下に示す。 

 

表 ５-１２ セミナーのプログラム 

開始  終了 
所要 

時間 
内 容 

14:00 - 14:20 20 分 

開 会 

主催者挨拶・観光庁報告 

観光庁 参事官（産業政策） 黒須卓 

14:20 - 15:20 60 分 

①基調講演(1) 

「バリアフリー観光マーケットは超巨大」  

日本バリアフリー観光推進機構理事長 中村元 

15:20 - 15:30 10 分 

②報告 

「バリアフリーインバウンドの現状と展望」  

アクセシブルトラベル JAPAN センター長 田村美紀 

15:30 - 15:40 10 分 休憩 

15:40 - 16:10 30 分 

③基調講演(2) 

「みんなが行きたいハートフル旅行」 

跡見女子大学講師 山崎まゆみ 

16:10 - 16:40 30 分 

④基調講演(3) 

「誰もが色鮮やかな思い出を残せる旅行  

～観光のユニバーサルデザインについて考える」  

日本財団パラリンピックサポートセンター マセソン美季 

16:40 - 16:55 15 分 
トークセッション 

中村 元、山崎まゆみ、マセソン美季、黒須卓 

16:55 - 17:00 5 分 
閉 会 

お知らせ・アンケートの回収 
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（３）セミナーの周知 

 １）プレスリリース 

セミナーの開催にあたり、関係各所への周知を図り、広く参加者を募集するため、平

成 30 年 2 月 7 日に観光庁ホームページを通じて、プレスリリースを実施した。 

公表した資料を以下に示す。 

 

 

図 ５-２ セミナー周知のプレスリリース資料  
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 ２）専用ＷＥＢページ 

プレスリリースと同日に、セミナーの詳細な情報の発信、参加申込の受付を行うため

のセミナー専用ＷＥＢページ（https://universaltourism.jp/）を立ち上げ、周知を実

施した。 

開設した専用ＷＥＢページを以下に示す。 

 

 

 

 

図 ５-３ セミナー専用ＷＥＢページ 
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図 ５-４ セミナーの参加申し込みフォーム（上 :一般申込／下：取材申込） 
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５.５.２ セミナーの開催結果 

今年度の検討成果を周知、ユニバーサルツーリズムへの取組み機運の醸成を図ることを

目的として実施したセミナーの開催結果を以下に示す。 

セミナー終了後に、参加者を対象としたアンケート調査を実施し、本セミナーの内容や

今後の期待等の意見を把握した。 

 

（１）セミナー開催時の様子 

 

   

  

   

  

会場全体 

中村氏の基調講演 山崎氏の基調講演 

トークセッション マセソン氏の基調講演 

今年度の検討成果報告 
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（２）参加者アンケート調査 

本セミナーの内容の評価や今後のセミナー等のテーマへの要望を確認することを目

的として、セミナー終了後に、参加者に対してアンケート調査を実施した。  

 

 １）調査の実施概要 

参加者を対象としたアンケート調査の概要を以下に示す。 

 

 

表 ５-１３ 参加者アンケート調査の実施概要 

項目 内容 

目的 ・セミナーのプログラムの評価、感想・質問等の把握 

・今後のセミナー等のテーマへの要望の確認 

調査対象 セミナー参加者 

実施方法 参加者に対してセミナー開始時点でアンケート調査票を配布し、

終了後に現地にて回収 

調査項目 １．参加者属性 

年齢／性別／職業 

２．本日のセミナーについて 

本セミナー開催の情報入手方法／全体の内容／ 

各プログラムの感想 等 

３．今後のセミナーへの要望 

今後の同様のセミナーへの参加意向／ 

今後取りあげて欲しい内容／ 

バリアフリー観光の推進に向けた課題 等 

 

  



 

 102 

 

 

 

図 ５-５ アンケート調査票 
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 ２）調査結果 

本セミナーの参加者 166 名のうち、109 名からアンケートの回答を得た（回収率

66%）。 

全体の 93.6％が「大変参考になった（64.2％）」または「参考になった（29.4％）」

と回答しており、高い評価を得た。具体的には宿泊事業者を中心とした様々な取組み事

例を知れたことや、障害当事者による講演を通じて知識や理解の促進につながった点が

高評価につながったと考えられる。 

   

①参加者属性 

○本セミナーへの参加者の年齢層は、「40～50 歳代」（53.8％）が最も多い。 

○参加者の性別としては、「男性」が 67.3%、「女性」が 32.7%となっている。 

○参加者の職業は、「旅行業者」が 20.9％と最も多く、次いで「観光協会・観光事業

者」が 14.8％となっている。 

 

≪年 齢≫ 

 

n=117 

≪性 別≫ 

 

n=110 

≪職 業≫ 

 

n=115 

 

図 ５-６ 参加者属性 

≪その他の回答（自由記述）≫  ※一部抜粋 

介護旅行関係、出版社、NPO 法人、交通事業者、医療機関、大学教員、大学生  等 

  

20歳未満
0.0%

20～30歳代
29.1%

40～50歳代
53.8%

60歳以上
17.1%

男性
67.3%

女性
32.7%

宿泊事業者
7.8%

旅行業者
20.9%

観光協会・

観光事業者
14.8%

自治体職員
11.3%

その他
45.2%
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②セミナー開催に関する情報の入手先 

○本セミナー開催に関する情報の入手先としては、「観光庁 HP」が 36.6％と最も多く、

次いで知人からの紹介が 20.3％となっている。 

 

 

n=119 

図 ５-７ セミナー情報の入手先 

≪その他の回答（自由記述）≫  ※一部抜粋 

SNS、会社からの紹介 等 

 

 

③セミナーの役立ち度 

○本セミナーの役立ち度に関しては、全体の 93.6％が「大変参考になった（64.2％）」

または「参考になった（29.4％）」と回答している。 

 
n=113 

図 ５-８ セミナーの役立ち度 

  

36.6%

20.3%

19.5%

7.3%

3.3%

13.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

観光庁HP

知人紹介

所属協会・団体のML

セミナー告知サイト・記事

当セミナーHP

その他

大変参考に

なった
64.2%

参考になった
29.4%

普通
3.7%

あまり参考に

ならなかった
0.9%

参考にならな

かった
1.8%
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≪セミナーの感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・今後は地元の温泉旅館をどのように巻き込んでいくか考えていきたい。  

・ユニバーサルデザインの概念が変わった。  

・日本と海外のバリアフリーを取り巻く現状の違いを認識できた。  

・パーソナルバリアフリー基準を知ることができて良かった。  

・できるだけ多くの人がこのようなセミナーを聞ける機会があると良い。  

・「集客を目的とした」という点が良かった。バリアフリーへの取組みに対し、企業と

して背中を押して頂けた。  

・観光地の旅館の取組事例が聞けて良かった。都市部等の大規模ホテルの事例や大手バ

スツアー会社の取組事例についても知りたい。  

・まだまだやるべきことがあると感じた。  

・心のバリアフリーの捉え方がとても分かりやすく、障害当事者の居心地の良さを考え

ることの重要性が明確になった。  

・2020 年に向けた心のバリアフリーの取組みに興味を持った。バリアフリーを活用

したビジネスは今後も成長する分野だと考えると、私自身もっと勉強し、障害への理

解を深め、行動力を持つことが大切だと感じた。  

・今まで聞くことのなかった海外の事例を聞けて大変勉強になった。  

・行きたい所に行けることがすべてだと感じた。実際に取組んでいる方の話はシンプル

で聞きやすかった。  

・障害者のみならず、乳幼児連れも含めたバリアフリーを考えた方が集客につながると

感じた。 

・短い時間の中で、たくさんの講演を聞くことができた。良いブログラム内容であった。 

・3 名の講演の話題が密接に関連しており、とても勉強になった。2020 年に向けて新

たな取組みを進めていく上でのヒントを得られた。  

・企業としての取組みを障害当事者ユーザーに周知する方法についても情報があると良

い。 

・バリアフリー観光を一般消費者に周知させていく効果的な方法を知りたい。  

・国の考えや施策の方向性をもう少し聞きたかった。  

・話が広がりすぎていた。講演の内容がバラバラだった。  
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④基調講演①「バリアフリー観光マーケットは超巨大」（中村元氏担当）の感想 

○基調講演①の感想に関しては、全体の 94.1％が「大変参考になった（66.7％）」また

は「参考になった（27.4％）」と回答している。 

 

 

n=117 

図 ５-９ 基調講演①の感想 

 

≪基調講演①の感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・わかりやすい事例で理解が進んだ。  

・ユーザーの目線が大切であることはわかっていたが、今回のお話でその大切さをより

深く認識することができた。  

・バリアフリー観光が一つのマーケットだということを確認できた。  

・バリアフリー化を行うことで、一般の旅行客にも良い影響が出ることを初めて知った。 

・行ける喜びが生きる喜びにつながることを知った。  

・パーソナルバリアフリー基準の考え方が参考になった。  

・全国のバリアフリー旅行相談窓口の中で、上手くいっていない場所の話を聞きたい。 

 

  

大変参考に

なった
66.7%

参考になった
27.4%

普通
3.4%

あまり参考に

ならなかった
0.9%

参考にならな

かった
1.7%
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⑤基調講演②「みんなが行きたいハートフル旅行」（山崎まゆみ氏担当）の感想 

○基調講演②の感想に関しては、全体の 92.4％が「大変参考になった（63.6％）」また

は「参考になった（28.8％）」と回答している。 

 
n=118 

図 ５-１０ 基調講演②の感想 

 

≪基調講演②の感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・障害者の受入れ実績を積むことの重要性をよく理解できた。  

・様々な旅館の取組み事例を知れて良かった。  

・バリアフリールームを福祉施設のように作ってはいけないことに共感した。  

・富士レークホテル以外は初めて知った事例で参考になった。  

・できることから取組みを進めたい。  

・「みんなで行ける」が「みんなが行きたい」になることでポジティブな旅行ができる

と感じた。そのために必要なことは少しの工夫や気遣いで充分だと知った。  

・「お客様のご希望は出来ないと思うのではなく、出来ることを探す」という考え方は

私たちトラベルへルーパーと同じで共感できた。  

・移乗台等介助機器の話をもっと聞きたかった。  

 

  

大変参考に

なった
63.6%

参考になった
28.8%

普通
6.8%

あまり参考に

ならなかった
0.8%

参考にならな

かった
0.0%
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⑥基調講演③「誰もが色鮮やかな思い出を残せる旅行 

～観光のユニバーサルデザインについて考える～」（マセソン氏担当）の感想 

○基調講演③の感想に関しては、全体の 92.7％が「大変参考になった（57.5％）」また

は「参考になった（37.2％）」と回答している。 

 

 
            n=113 

図 ５-１１ 基調講演③の感想 

 

≪基調講演③の感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・日本と海外のバリアフリーに対する考え方、社会の違いを知った。  

・健常者の目線で考えてしまいがちな点をどのように改善すれば良いか、ヒントを得た。 

・実体験に基づくお話が聞けて良かった。  

・障害当事者の視点に立った考え方は、あまり知ることができないが、最も大切なこと

だと思った。  

・人のやさしさは世界のどこにいても感じることはできる。日本だからこそ受けられる

ユニバーサル・バリアフリーのおもてなしを作らなければならないと気付いた。  

・当事者のリアルな思いがわかりやすく伝わった。決してネガティブな面ではなく、む

しろポジティブな面が強調されており、話を理解しやすかった。  

・実際の利用者として、国際基準のデザインが良いのか、パーソナルバリアフリーによ

る表示があった方が良いか、伺いたい。  

・北米のバリアフリーの実情をもっと聞きたかった。  

・諸外国のどのような点が優れているか、具体的に示してほしかった。  

  

大変参考に

なった
57.5%

参考になった
37.2%

普通
5.3%

あまり参考に

ならなかった
0.0%

参考にならな

かった
0.0%
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⑦今後の「バリアフリー観光」に関するセミナーの参加意向 

○今後の「バリアフリー観光」に関するセミナーの参加意向としては、全体の 97.4％

が「参加したい」と回答している。 

 

 

            n=114 

図 ５-１２ 今後のセミナーの参加意向 

 

 

⑧今後取りあげて欲しい内容や、「バリアフリー観光」の推進に向けた課題 ※一部抜粋 

 

＜今後セミナーで取り上げて欲しい内容等について＞ 

・ヘルスツーリズムとバリアフリー観光についてのセミナーがあると良い。 

・インバウンドのバリアフリー観光についてのセミナーがあると良い。  

・バリアフリー観光について、旅行業者や交通事業者が取組むべきことについてのセミ

ナーがあると良い。 

・海外を含めた各地の先進事例を学ぶ機会があると良い。  

・2020 年に向けて、外国人観光客の受入環境をどのように改善していくか、その施策

等についての話が聞きたい。 

・障害当事者の目線からどのような設置物が便利、不便なのか教えて欲しい。  

・実際の施設での車いす体験等、自身で体感できるイベントあっても良いと思う。  

・旅館、ホテル、交通事業者等、業界を絞って同様のセミナーが開催されると良い。  

 

＜バリアフリー観光の推進に向けた課題等について＞ 

・バリアフリー旅行相談窓口の各都道府県への設置を早くしてほしい。 

・バリアフリー観光は採算が合わなければ普及は難しい。  

・企業の課題や、解決すべき事項等を障害当事者と協議できる場があると良い。  

・今回のセミナーを地方でも開催して欲しい。観光庁と自治体及び関係者が意見交換で

きる場が必要だと感じる。 

・40 代以上の健常者に対する心持ちをもっと柔らかくする取組みが必要だと感じる。  

  

参加したい
97.4%

参加する意向

はない
1.8%

その他
0.9%
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今後の課題 ６．

本業務では、ユニバーサルツーリズムの普及、促進のために、①観光案内所のバリア

フリー相談窓口機能付加のための検討、②宿泊施設におけるバリアフリー等情報発信に

関する検討、③観光事業者等を対象とした接遇スキル向上のためのマニュアルの作成を

実施した。 

観光案内所のバリアフリー相談窓口機能付加のための検討については、昨年度のモデ

ル事業のレビュー等を通して、一般の観光案内所にバリアフリー観光窓口機能を付加す

るための方向性を検討し、機能付加のポイントをとりまとめた。 

宿泊施設におけるバリアフリー等情報発信に関する検討については、国内の宿泊施設

のバリアフリー等に関する基準のレビュー、国内外の宿泊施設のバリアフリーに関する

情報発信の現状調査および当事者ニーズの把握を踏まえて、宿泊施設が自らの施設の状

況を確認するためのフォーマットを提案し、情報発信の方向性について検討した。本検

討については、宿泊施設の情報発信検討部会を組成し、有識者、障害当事者、宿泊施設

関連団体を交えた議論を実施した。 

観光事業者等を対象とした接遇スキル向上のための接遇マニュアルの作成について

は、障害当事者団体へヒアリングを行い、当事者のニーズを把握したうえで、宿泊施設

編、旅行業編、観光地域編の３つの接遇マニュアルを作成した。作成にあたっては、宿

泊施設編作業分科会、観光業および観光地域編作業部会を開催し、内容および普及方法

の検討を行った。 

今後さらに高齢化が進む中で、高齢者・障害者の旅行需要は増大すると考えられる。

2020 年オリンピック・パラリンピックの開催を間近に控え、訪日外国人のみならず高

齢者・障害者等の分野においても、我が国の受入環境が世界の人々から試されることと

なる。 

このような状況において、障害者等の旅行に対するニーズに対応し、健常者と同じよ

うに満足できる旅行環境の整備を進め、その情報を国内外に発信する必要性がある。観

光に携わる者にとっては、それぞれの役割の範囲において、障害者等の受入環境を整備

することが急務である。 

上記の検討の結果、次頁のとおり今後の課題を明らかにした。 
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（１）バリアフリー旅行相談窓口の増加に向けての具体的な取組みの実施 

自治体やＮＰＯ等が運営するバリアフリー旅行相談窓口は、全国で 30 箇所程度で

あり、窓口の無い空白地域も残存する。窓口の増加に向けては、地域の観光に関する

知識や情報を有しており、かつ、一定の人材や予算が確保されている一般の観光案内

所を活用し、バリアフリー旅行相談窓口としての機能を付加することが効率的な方法

である。 

バリアフリー旅行相談窓口の機能を付加するにあたっては、一般の観光案内所がオ

リンピック・パラリンピックの開催を契機に障害者等のマーケットを理解し、地域の

自治体や福祉関係事業者等と連携・協力しながら、障害者等に対する接遇の知識や旅

行に対するニーズの把握や地域のバリア・バリアフリー情報を収集することが前提と

なる。 

 

（２）統一フォーマットの活用による情報発信の充実 

本年度の検討においては、宿泊施設が自らの施設のバリアフリーに関する対応状況

をセルフチェックできる統一フォーマットを提案した。  

今後は、個々の宿泊施設が統一フォーマットを活用して、自らの施設を確認し、積

極的にバリアフリーに関する情報を発信できる仕組みをつくることが重要である。そ

のため、観光庁では、セルフチェックから情報発信までの具体的な方策について議論

をし、宿泊施設団体や障害者団体等と調整のうえ、バリアフリー情報の発信を目的と

したマニュアルを策定し、関係業界内での周知・普及を進めることが重要であると考

える。 

 

（３）接遇マニュアルの活用による受入事業者の増加と接遇レベルの向上 

本年度作成した接遇マニュアルは、誰もが容易に理解できるような初歩的な内容と

した。本接遇マニュアルを関係団体が実施するセミナー等において周知・普及を進め

ることにより各事業者が基礎を学び、障害者等の受入の発端となることが期待できる。 

他方で、個々の接遇の状況や利用者のニーズによっては必ずしも応じられない場面

もあり、現場における応用力が求められる。前述のセミナーや会社内における勉強会

では本接遇マニュアルを活用することにより基本的な内容を整理することができる。

加えて、障害当事者を交えた実務演習等による現場応用力の磨き上げが不可分である。 
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